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令和２年６月18日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・令和元年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和元年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・次期指定管理候補者の選定について

・宮崎県森林環境税について

・川内川水系河川白濁に係る水質改善対策等に

ついて

・第３次宮崎県生活排水対策総合基本計画の策

定について

・令和元年度「大気、水質等の測定結果」につ

いて

・令和２年度海水浴場水質検査結果について

・公社による「エコクリーンプラザみやざき問

題のとりまとめ」について

・乾しいたけ品評会等について

・第八次宮崎県農業・農村振興長期計画におけ

る長期ビジョン（案）について

・第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画にお

ける長期ビジョン（案）について

・令和元年度の農畜水産物の輸出実績について

・新規就農者の確保・育成の状況について

・次期指定管理候補者の選定について

・第15回全日本ホルスタイン共進会九州・沖縄

ブロック大会について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 安 田 厚 生

委 員 星 原 透

委 員 横 田 照 夫

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

環境森林部次長
川 口 泰 夫

（ 総 括 ）

環境森林部次長
日 髙 和 孝

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 横 山 直 樹

みやざきの森林
廣 島 一 明

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 佐 沢 行 広

循環社会推進課長 鍋 島 宏 三

自 然 環 境 課 長 黒 木 逸 郎

自 然 公 園 室 長 藤 本 英 博

森 林 経 営 課 長 橘 木 秀 利

山村･木材振興課長 有 山 隆 史

み や ざ き ス ギ
福 田 芳 光

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 木 嶋 誠

林業技術センター所長 濱 砂 正 則

木 材 利 用 技 術
美 戸 司

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

農政水産部次長
河 野 譲 二

（ 総 括 ）

令和２年６月18日(木)
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農政水産部次長
牛 谷 良 夫

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
外 山 秀 樹

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 花 田 広

農 政 企 画 課 長 殿 所 大 明

中山間農業振興室長 小 林 貴 史

農業連携推進課長 愛 甲 一 郎

みやざきブランド
松 田 義 信

推 進 室 長

農業経営支援課長 東 洋一郎

農業改良対策監 戸 髙 朗

農業担い手対策室長 戸 髙 久 吉

農 産 園 芸 課 長 柳 田 敬

農 村 計 画 課 長 小 野 正 寛

畑かん営農推進室長 押 川 浩 一

農 村 整 備 課 長 酒 匂 芳 洋

水 産 政 策 課 長 福 井 真 吾

漁業･資源管理室長 西 府 稔 也

漁 村 振 興 課 長 坂 本 龍 一

漁港漁場整備室長 鈴 木 宣 生

畜 産 振 興 課 長 河 野 明 彦

家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 鬼 束 哲 生

総合農業試験場長 日 髙 義 幸

県立農業大学校長 德 留 英 裕

水 産 試 験 場 長 林 田 秀 一

畜 産 試 験 場 長 三 浦 博 幸

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日髙委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおり行

うこととしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、当委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

○佐野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、早速ではございますが、座って説

明をさせていただきます。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料の表紙を御覧いただきたいと思いま

す。

本日の説明事項は、提出議案が１件、報告事

項が２件、その他報告事項が８件であります。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第

４号）」についてであります。

次に、Ⅱの報告事項といたしまして、令和元

年度繰越明許費及び令和元年度事故繰越しにつ

きまして報告をするものであります。

Ⅲのその他報告事項につきましては、次期指

定管理候補者の選定についてなど８項目を御報

告いたします。

それでは、１ページをお開きいただきたいと

思います。

１の歳出予算集計表（課別）についてであり

ます。

令和２年６月18日(木)
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令和２年６月18日(木)

この表は、議案第１号に関する歳出予算を課

別に集計したものであります。

今回の補正予算につきましては、通常分とい

たしまして、国の交付金等を活用し、国定公園

や林道の整備を行うための経費や下刈り作業の

労働力軽減方法の実証、苗木の安定供給に要す

る経費をお願いするものであります。

また、新型コロナウイルス感染症の対策分と

しまして、原木価格の下支えや雇用の維持・確

保のための森林整備を支援する経費のほか、木

材需要の拡大を図るとともに、県産材や森林空

間を活用した新しい生活様式への移行を支援す

る経費等であります。

今回の補正では、一般会計で、表の中ほど、

補正額Ｂ列の小計の欄にありますように、７

億1,274万2,000円の増額をお願いしておりまし

て、その内訳は、その横Ｃ列、通常分４億3,835

万4,000円と、その横Ｄ列、コロナ対策分２

億7,438万8,000円となっております。補正後の

一般会計予算額は、その横、補正後の額Ｅの列

にありますように、216億1,528万4,000円となり

ます。

この結果、補正後の予算額は、一般会計と特

別会計を合わせまして、補正後の額のＥ列の一

番下、合計欄にありますとおり、228億4,215

万6,000円となります。

次に、２ページを御覧いただきたいと思いま

す。

２の令和２年度繰越明許費補正（追加）につ

いてであります。

これは、自然環境課の山地治山事業、森林経

営課の地方創生道整備推進交付金事業ほか２事

業におきまして、関連する工事の遅れや、工法

の検討に日時を要したことなどから工期が不足

し、翌年度への繰越しが必要となったものであ

りまして、合計７億3,850万2,000円の繰越明許

費の追加をお願いするものであります。

私からの説明は以上でありますが、各説明事

項の詳細につきましては、それぞれの担当課長

が御説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

○横山環境森林課長 常任委員会資料の３ペー

ジをお開きください。

新型コロナウイルス感染症による林業・木材

産業への影響についてでございます。

まず、（１）消費市場価格への影響についてで

ございます。

ページ中央、県内７か所の、１、県森連市場

の月別素材平均価格を示した折れ線グラフを御

覧ください。

素材価格は、例年ですと、需要増加によりま

して秋口には上がるところですけれども、グラ

フの右のほう、昨年は、消費税引上げや米中貿

易摩擦の影響などで木材製品の動きが鈍かった

こともございまして、10月以降下がり始め、さ

らに今年に入り、コロナウイルス感染症の影響

が加わりまして、５月には１立方メートル当た

り8,700円と、平成25年以来の安値となっており

ます。

ページ下のグラフを御覧ください。

これは、10月から翌年９月の過去の素材平均

価格の推移と直近の値動きを比較したものでご

ざいます。

例年ですと、一番上、黒塗りの四角の折れ線

グラフのような動きをするところでございます

が、黒塗りの丸で示してあります直近の動きは、

過去最低の6,900円まで下落した際の白い三角の

折れ線グラフや、リーマンショックが起きた際

の白抜きのひし形の折れ線グラフに近い動きを

しておりまして、今後、さらなる価格下落が懸
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念されるところでございます。

４ページを御覧ください。

木材製品につきましては、需要の減少や在庫

の増加などが見られ、価格は下落傾向で推移し

ておりまして、さらなる価格下落が懸念されて

おります。

３の特用林産物につきましては、生シイタケ、

乾シイタケともに需要は回復傾向にございます

が、生シイタケの出荷量は減少、乾シイタケは

例年並みとなっております。

次に、（２）輸出への影響についてでございま

す。

原木の輸出につきましては、中国国内の経済

活動の停滞によりまして、今年２月、原木の受

入れが一時的にストップいたしまして、原木出

荷に遅れが生じたところですが、現在は以前と

同様の輸出状況となっております。

次に、雇用への影響につきましては、木材価

格の下落に伴いまして、原木の供給調整のため

に、林産班の一部を造林や保育などの伐採以外

の作業に振り替える事業体が出始めております。

最後に、その他ですが、林業機械の取扱いに

必要な資格取得のための講習会が開催されな

かったことによりまして、資格の取得ができず、

４月に採用した作業員を現場に出せない事業体

がございましたが、現在、講習会は、感染症対

策を取りながら、順次再開されております。

資料の６ページを御覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る経済対策に

ついてでございます。

（１）経済対策のイメージの中にもございま

すとおり、森林・林業・木材産業は、他産業に

比べますと経済停滞の影響が遅れて生じまして、

一旦生じると長期化するおそれが高いことから、

いち早く、価格、需要の下支え、出材調整、雇

用維持のための対策を行いまして、立ち上がり

の早期化を図る必要がございます。

このため、今回の新型コロナウイルス感染症

に対しましては、（２）施策の展開にございます

ように、国の臨時補正や県の４月補正によりま

して、帯の左側に（国）あるいは（県）とござ

います事業を経営支援を中心に行っているとこ

ろでございます。

環境森林部におきましても、４月補正におき

まして、一番上の林業・木材産業セーフティネッ

ト機能強化事業や下から３つ目にございますひ

なもり台県民ふれあいの森機能強化事業をお認

めいただいたところでございます。

今回、さらに表の中に濃い帯で示しておりま

す山の暮らしを守る森林整備支援事業、大径原

木加工施設整備緊急対策事業など、６つの事業

をお願いいたしまして、いわゆる川上から川下

までを網羅的にカバーし、出材の調整や雇用の

確保、木材需要の拡大につなげますとともに、

新しい生活様式への移行支援を行いたいと考え

ているところでございます。

説明は以上でございます。

○黒木自然環境課長 それでは、自然環境課の

補正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の29ページをお開きくださ

い。

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額欄にありますように、一般会計で4,060万円の

増額をお願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように42億6,584万1,000円となります。

31ページをお開きください。

上から５段目の（事項）自然公園等整備事業

費4,060万円の増額であります。

これは、日南海岸国定公園青島園地のトイレ
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改修及び九州自然歩道おせりの滝入り口の歩道

を整備するものであります。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。

○橘木森林経営課長 森林経営課の補正予算に

ついて御説明いたします。

同じくお手元の歳出予算説明資料の33ページ

をお開きください。

森林経営課の補正額は、左から２列目にあり

ますように５億438万5,000円の増額であります。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように86億4,876万円となります。

それでは、各事業について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、35ページを御

覧ください。

上から５段目の（事項）再造林対策事業費の832

万1,000円の増額でありますが、これは、説明欄

にありますように、下刈り作業の労働軽減のた

めの草生時の植栽による実証事業や、コンテナ

苗の生産施設など優良苗木の供給拠点の整備並

びにドローン等を活用したリモートセンシング

技術活用の実証事業が国より採択を受けました

ので、追加補正するものであります。

次の（事項）新規事業の森林整備支援事業費、

山の暮らしを守る森林整備支援事業につきまし

ては、後ほど委員会資料で説明させていただき

ます。

その下の（事項）地方創生道整備推進交付金

事業費の２億4,133万3,000円の増額であります

が、これは、県営事業として実施しております

山村地域の生活道ともなる林道の開設14路線に

つきまして、国の補助決定に伴い補正するもの

であります。

次に、36ページをお開きください。

一番上の（事項）森林環境保全整備事業費の394

万9,000円の増額並びにその下の（事項）山のみ

ち地域づくり交付金事業費の１億4,415万1,000

円の増額でありますが、これも、国庫補助の決

定に伴うものでありまして、上の事業では、市

町村営事業として椎葉村の１路線の追加及び下

の事業では、基幹林道の開設事業として２路線

の予算を増額するものであります。

続きまして、新型コロナウイルス感染症に係

る経済対策事業について御説明いたします。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

山の暮らしを守る森林整備支援事業でありま

す。

事業の目的ですが、１の目的・背景にありま

すとおり、新型コロナウイルス拡大の影響によ

る住宅需要の減少などにより、原木価格の低迷

が懸念されることから、地域ごとに森林組合、

素材生産事業者等が参加する協議会を設置し、

自主的な生産調整による原木価格の下支えや雇

用の維持・確保に向けた森林整備を支援するも

のであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は１

億663万1,000円で、事業期間は、令和２年度の

単年度としております。

事業の内容ですが、右側の８ページを御覧く

ださい。

まず、伐採事業者や森林所有者ごとに現状と

課題を記載しておりますが、伐採事業者では、

現在、利益が減少し、採算の悪化、雇用の縮小

が懸念されているとともに、森林所有者につき

ましても、立木販売の停滞により伐採収入が得

られなくなることで、再造林等の森林整備の資

金が捻出できずに、本県が目指す循環型林業自

体が困難となりかねないと危惧しているところ

であります。

下の矢印にありますように、現在の原木価格



- 6 -

令和２年６月18日(木)

は8,700円でありますが、今後、価格の下落が予

想され、利益確保のための一時的な出材増加及

びその負の連鎖に伴うさらなる下落が懸念され

ますので、採算ラインでもあります8,000円を割

り込まないよう、自主的な生産調整による原木

価格の下支えや伐採抑制のための雇用の場及び

収入の確保を支援するものであります。

具体的な内容としましては、中央部分の対応

策のところにありますように、県内７地区ごと

に森林組合、素材生産事業者、国、県、市町村

等からなる調整協議会を設置いたしまして、①

の自主的な生産調整活動として、森林組合、素

材生産事業者等の連携強化や森林整備事業への

優先配分、国有林、公有林との連携協力などを

行います。

また、②の主伐の代替となる森林整備の実施

といたしまして、国庫補助の対象とならない７

年生から10年生の除伐や61年生以上の高齢級間

伐を補助するとともに、主伐から木材生産を伴

わない保育間伐に振り替えた場合のかさ上げ補

助などを行うこととしております。

こうした取組によりまして、その下の枠囲い

にありますとおり、民有林におきまして、8,500

人・日の雇用確保と６万立方メートルの木材生

産抑制効果を見込んでおります。

さらに、国有林や公有林等による上積み効果

が図られることによりまして、７ページの３の

事業効果にありますとおり、新型コロナウイル

スの影響を最小限に抑え、本県の林業・木材産

業及び地域経済の維持・活性化が図られるもの

と考えております。

森林経営課からは以上であります。

○有山山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の補正予算について御説明いたします。

令和２年度６月補正歳出予算説明資料の37ペ

ージをお開きください。

当課の補正額は、一般会計で１億6,775万7,000

円の増額でございます。

この結果、右から３列目の補正後の額は、一

般会計、特別会計合わせて50億1,624万円となり

ます。

それでは、補正額に係る事業内容については

常任委員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料９ページをお開きください。

新規事業、森林空間を活用したワーケーショ

ン支援事業であります。

１の事業の目的・背景にありますように、ワ

ーケーションとは、ワークとバケーションを組

み合わせた造語で、観光地などで休暇を取りな

がらテレワークを行う新しい働き方であります。

当事業では、県内の市町村等が実施するワー

ケーションの取組を支援することによりまして、

働き方・学び方の新しいスタイルへの移行を推

進するものでございます。

右の10ページ、現状と課題を御覧ください。

新型コロナウイルスの発生を契機に、県内外

の企業や学校ではテレワークやオンライン授業

などの取組が進展しておりますが、これまでの

ストレスフルな生活によりまして、心身の癒や

しや休養を与える森林空間へのニーズが高まっ

てございます。

一方で、県内の市町村では、Ｗｉ―Ｆｉ環境

を備えたワーキングスペースの整備等が遅れて

いる状況にございます。

このため、事業内容及び効果にありますよう

に、１の準備支援事業では、企業・学校への意

向調査の結果を基にしまして、体験プログラム

の企画やマッチング機会の創出を図るとともに、

２の活動支援事業によりまして、市町村や民間

団体に対して、Ｗｉ―Ｆｉ環境等の整備や県産
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材を使ったウッドデッキの整備などを支援する

ことで、企業や学校のニーズに対応したワーケ

ーションの実施が図られるものと考えてござい

ます。

左の９ページに戻りまして、２の事業の概要

ですが、予算額は700万円で、３の事業効果につ

きましては、新型コロナウイルスの感染拡大の

防止や新たな働き方、学び方への対応が図られ

るとともに、本県の豊かな森林や木材資源の魅

力が発信されることで、その価値が再認識され、

活用が図られると考えてございます。

続きまして、11ページをお開きください。

新規事業、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等

対応施設整備事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、県内の

事業者による乾シイタケの輸出量は年々増加し

ておりますが、新型コロナの影響を受けまして、

アメリカ向けの輸出が停滞したほか、輸出先国

からＨＡＣＣＰ等の国際認証取得を求められる

こともありまして、ニーズに対応した基準を満

たす必要がございます。

このため、本事業では、輸出強化に取り組む

民間事業者のＨＡＣＣＰ等認証取得を支援する

ことによりまして、乾シイタケの輸出量をさら

に増加させ、生産者の所得向上など特用林産の

振興を図るものでございます。

それでは、まず右の12ページを御覧ください。

グラフの左側は乾シイタケの国内消費量と全

国の輸出量、右側は県内の事業者の輸出量を示

してございます。

グラフ下の２ポツ目から説明いたしますと、

全国の輸出量は価格の安い中国産との競合等に

より、近年は減少傾向にありますが、一方で、

県内事業者による輸出量は、販路開拓・拡大活

動によりまして、平成24年の63キログラムから

平成30年には1,450キログラムに増加してござい

ます。

しかしながら、ＥＵやアメリカ等におきまし

て、ＨＡＣＣＰ等の国際認証取得を求められる

事例が発生してございます。

次に、事業内容及び効果でありますが、輸出

先国のニーズを満たすために必要な施設・機器

の整備及びＨＡＣＣＰ等認証取得に要する経費

を支援することとしておりまして、これらの取

組によりまして、海外での新規販路開拓等が図

られ、さらなる乾シイタケの輸出量の増加が期

待されるところでございます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でありますが、予算額は1,605万7,000

円、財源は全額国費でございます。

３の事業効果でございますが、輸出先国から

のニーズに対応した基準を満たすことによりま

して、県産乾シイタケの輸出量が増加し、生産

者の所得向上など特用林産の振興が図られるも

のと考えてございます。

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いします。

○福田みやざきスギ活用推進室長 みやざきス

ギ活用推進室でございます。

資料の13ページをお開きください。

新規事業、大径原木加工施設整備緊急対策事

業であります。

１の事業の目的・背景ですが、大径原木の需

要先の一つである中国への輸出については、新

型コロナウイルス感染拡大による中国国内の移

動制限や経済活動の停滞によって影響が生じた

ため、大径原木を有効に活用し、付加価値の高

い木材製品に転換するための加工施設整備を支

援し、新たな需要先を確保することとしており

ます。
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２の事業の概要ですが、予算額は5,000万円、

財源は全額国費で、補助率は２分の１以内、事

業期間は令和２年度で、今回の国の１次補正に

対応した事業でございます。

具体的には、大径原木に多く見受けられます、

根元部分がスカート状に広がっております根鉢

という部分におきまして、写真にありますよう

な加工を行う装置の設置を支援するものでござ

います。

次に、15ページをお開きください。

新規事業、みやざき材で創る「新しい生活様

式」空間づくり支援事業でございます。

右の16ページの現状と課題の１ですが、新型

コロナの感染症拡大によりまして、新しい生活

様式への移行が求められております。

また、２のように、住宅分野では、消費マイ

ンドが低下することなどにより、住宅着工の減

少と、それに伴う林業・木材産業への深刻な影

響が危惧されております。

このため、現状で木材利用が進んでいない商

業施設などの非住宅分野での木材需要の創出が

重要でありますことから、その下の事業内容及

び効果の写真に示しておりますが、３密に配慮

した店舗や間仕切りを施したリフォーム、店舗

の屋外利用、またパーティションの設置など、

県産材を活用した新しい生活様式に対応する民

間施設の整備等を支援することによりまして、

下記の左枠の①、②のとおり、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を抑止し、安心して生活できる

空間の提供により、街の活性化を図りますとと

もに、右枠の③のとおり、民間施設の木材利用

とＰＲによる県産材の需要回復・拡大につなげ

てまいりたいと考えております。

15ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要ですが、予算額は7,500万円、財源は一般

財源で、事業主体は民間事業者などであります。

事業内容は、飲食店、小売店舗などＰＲ効果

の高い民間施設を対象に、施設の木造・内装木

質化の工事や木製施設の設置、木製調度品の導

入に係る経費の２分の１以内を補助することと

しております。

次に、17ページをお開きください。

新規事業、みやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥキャ

ンペーン事業でございます。

１の事業の目的・背景ですが、先ほどの事業

と同様に、新型コロナによる木材需要の減少に

対応するため、宮崎の豊かな森や木を再認識し、

木材を使った癒やしの空間づくりなどを促しま

す県民運動を展開するものでございます。

具体的には、右の18ページの事業内容及び効

果を御覧ください。

１のみやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥコンテスト

では、宮崎の森や自慢のマイホーム、さらには

木を使った新しい生活様式につながる空間など

をテーマに、県民参加の写真・動画コンテスト

を開催し、優秀作品には表彰や県産材の家具の

プレゼントなどを行い、県民へ広く紹介いたし

ます。

また、２のみやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥプロ

モーションでは、テレビ、ＳＮＳ等を活用した

木づかい啓発ＣＭや、癒やしのステイホーム空

間の提案などの特別番組を放映するなど、木づ

かいのプロモーションを集中的に展開し、下の

枠にありますように、県民の木づかい意識を高

め、消費マインドを喚起しまして、県産材の需

要拡大を図りますとともに、木づかいによる新

しい生活様式への移行を支援いたします。

17ページに戻っていただきまして、事業の概

要にありますように、予算額は1,970万円、財源

は一般財源でございます。
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私からの説明は以上であります。よろしくお

願いします。

○日髙委員長 執行部の説明が終了しました。

議案についての質疑はありませんでしょうか。

○河野委員 山の暮らしを守る森林整備支援事

業で、様々な支援をいただいてありがとうござ

います。支援とはちょっと離れて、要望という

か、経過も含めて説明いただきたいんですが。

８ページの対応策の中に、民有林における生

産調整プラス国有林、公有林による出材抑制と

いう図がありますけれども、この国有林、公有

林による出材抑制の今までの経過と、これから

どう取り組むか。県が、国になるんですかね、

そういうところをちょっと教えていただきたい

んですけど。

○橘木森林経営課長 ここにあります国有林、

公有林による出材抑制につきましては、国有林

等が原木を生産しております。そこで山を売り

払っているわけなんですが、その立木の販売を

先延ばしにしたりとか、あと搬出期間を延長し

て、従来、期限が決まっておれば、その間で切

らないといけないんですけれども、それを先延

ばしすることによって、少しでも生産調整がで

きるような配慮をする、そういった取組を言っ

ておりまして、国有林としてもそういった対応

を今のところやっております。

市町村につきましても市町村有林、県有林も

含めて公有林があるわけなんですけれども、現

在の木材価格が下落している局面におきまして、

もう既に売り払っている物件もございます。そ

れにつきましても、国有林と同じように販売の

先延ばしを、申請があれば認めるといったよう

なことで対応しているところであります。

県といたしましても、そういう動きを受けま

して、県内７地区で協議会を設置しまして、さ

らなる対応策等を検討していって、需要に即し

た生産が行われるように、川下の製材工場が生

産調整の局面に入っておりまして、原木の需要

を上回るような供給が起こりますと、さらなる

下落が懸念されるといったことですので、そう

いったことも含めて対応してまいりたいという

ことでございます。

国有林についても、そういった趣旨から、積

極的に協力していくといったことで説明を受け

ているところでございます。

○河野委員 宮崎県も具体的にそういうふうに

出材抑制が行われていると理解していいんで

しょうか。

なぜこんな質問をするかというと、一般質問

でも取り上げましたが、事業所とお話をしてい

るときに、国有林系の出材を何とか抑えること

できないのかという相談を受けたんですね。県

に御相談したら、いや、国のほうは市場に出す

ときには別なルートなので、邪魔をすることは

ありませんよというような回答を得たもんです

から、この図を見たときに、ちょっと違うなと

思ったので、その説明をいただきたかったなと。

○橘木森林経営課長 新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う国有林野事業における木材供給

調整についてという文書が、国有林からもう既

に発出されております。

その中身を申し上げますと、まず立木販売、

搬出期限の延長ということで、１年間の無償延

期を認めているんですけれども、それを令和３

年３月31日まで対象を広げると聞いております。

それから、立木販売の購買の延期ということ

で、５月に行う予定の入札を延期しているといっ

たようなことでございます。

それからあと、生産事業を休止して、造林事

業への振替を検討しているといったことで、６
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月から下刈り作業が始まるんですけれども、早

期発注をしまして、木材生産に代わる事業とし

て、国有林としてもそういった事業を創出する、

早めに発注するといったような動きがございま

す。

委員がおっしゃいましたルートが違うという

話につきましては、国有林はシステム販売とい

う事業に取り組んでおります。具体的には、直

接国有林から製材工場に直納するといったよう

な事業で、それについては、原木市場を通らな

いので、結果的に価格に影響を及ぼすことはな

いですよといった説明だったのではないかなと

推測されますけれども、その流通につきまして

も、ある程度絞っていくということで国有林も

理解しておりまして、それについても納期の延

長というか、そういったものを積極的に、柔軟

にやっていくといったような話も聞いておりま

す。

ですから、そういったことで、民国連携して

出材調整に今の段階で取り組んでいるといった

ような状況にございます。

○髙橋委員 ３、４ページの説明とも絡むんで

すけれども、原木価格の説明がありましたが、

県内の価格の推移ですよね。全国的な流れも同

じと理解していいんでしょうかね。その辺をい

ま一度説明いただくとありがたい。

○橘木森林経営課長 本県の原木価格につきま

しては、先ほど環境森林課長からも説明があり

ましたように、下落局面にあります。全国的に

も、川下側の製材工場が、住宅需要がこの秋以

降にかなり低迷するのではないかということで、

もう既に生産調整に入っており、それに伴いま

して、各地域の原木市場において下落が始まっ

ていると伺っているところでございます。

○髙橋委員 こういう事業はできるだけ広域で

やったほうがいいですよね。例えば、九州で見

たときに、他県でもこういう事業に取り組むん

でしょうか。

○橘木森林経営課長 隣県ですけれども、大分、

熊本、鹿児島の各県と情報共有はしているとこ

ろでございます。その情報によりますと、大分

県につきましては、12月までの限定なんですけ

れども、間伐事業についてかさ上げ補助をして、

主伐から間伐に振り替えることによって生産調

整を図っていく事業に取り組むことを検討して

いるといったような回答がございました。

また、鹿児島県と熊本県につきましては、国

の２次補正で、国も制度を改善いたしまして、

より木材生産を伴わない事業に取り組めるよう

に運用を改善しておりまして、例えば木材生産

を伴わない保育間伐について、従来35年生以下

としていた補助対象を、今回のコロナの影響を

鑑みまして、期間限定ではありますけれども、60

年生まで拡大して対応するといったようなこと。

それと、一貫作業について、単価を見直しま

して、より取り組みやすいような単価に上げる。

今までやったことがない方々ですので、その単

価を研修という扱いの単価として見て、単価を

上げまして、その助成をしていくというような

ことで運用が図られております。

そういった事業について、鹿児島県と熊本県

については、取り組んでいきたいといったよう

な意向でございます。

県としましても、今委員がおっしゃいました

ように、本県の動きを伝えまして、広域的に取

り組むことが効果的と考えますので、しっかり

意見交換をしながら、特に県境部分の原木市場

につきましては他県からの流入も考えられます

ので、しっかりと調整してまいりたいとは思っ

ています。
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○髙橋委員 今の説明でいくと、本県が一歩リ

ードして、まだ九州単位では隣の大分とか、や

り方はいろいろと違ったにしても、生産調整を

やっているということですよね。

私、一般質問でも言いましたけれども、これ

を制度化すべきじゃないかということで、あの

ときにはばっさり可能性はないようなことでし

た。ただ、答弁でもあったと思うんですけど、

森林環境譲与税の使途を見ますと、市町村の間

伐とかを認めているじゃないですか。それを県

は支援をしなさいとなっていますよね。私は可

能性的にはゼロじゃないと思うんですよ。

だから、今は譲与税だけど、それを財源に、

市町村がまとまって、いわゆる基金みたいなも

のができそうだがなと、終わった後の答弁書を

もらったとき、改めて思ったんですよ。だから、

私は可能性はゼロじゃないというふうに理解す

るんですが、いま一度お聞きしたいと思います。

○橘木森林経営課長 答弁の中でも申しました

けれども、森林環境譲与税の活用につきまして

は、その使途が市町村においては、手入れの行

き届かない森林を対象とした除間伐に活用した

りとか、あと人材の育成ですとか、木材の利用

の促進など、そういったものに使途が限定され

ているところであります。

委員がおっしゃいましたように、森林環境譲

与税に限らず、市町村でも公有林事業を発注し

ておりまして、木材生産を行う事業が行われて

おります。公有林につきましても、そういった

事業を活用して、譲与税を活用しまして、例え

ば木材生産を伴わない事業にシフトするような

ことができないか、もしくは雇用の確保策とし

て実施することができないか、幅広に検討して

もらうように、先日お願いの文書を環境森林部

長名で発出したところでございます。

御指摘の森林環境譲与税の活用については、

今回国のほうにもいろいろと問合せをいたしま

して、例えば災害が発生するような、もう災害

が予見されるような森林につきましては、それ

は手入れが行われている森林なのか、手入れが

されていない森林なのかにかかわらず実施して

もいいのではないかというような話も伺ってお

ります。

ですから、そういったところの情報を市町村

にもしっかりと伝えまして、今月末なんですけ

れども、県北の市町村との意見交換会とか、そ

ういった場がありますので、そういった場でしっ

かりと説明をして、森林環境譲与税も含めて幅

広な活用がなされるように要請をしていく考え

ではあります。

○髙橋委員 繰り返しになりますけど、これは

広域というよりも、日本全体の仕組みとして出

来上がるべきだろうと思いますし、森林環境譲

与税を徴収して、行く行くは日本全体で600億円

じゃないですか。それなりの財源だと私は思う

んで、雇用をしっかり守ることが―雇用を守

るためには価格じゃないですか。そこのところ

を念頭に、この事業を、宮崎県がリーダーシッ

プを取ってやっていただくと本当に喜ばれると

思いますので、ぜひよろしくお願いします。

○佐野環境森林部長 髙橋委員からいろいろ、

本会議でも聞かれて、答弁はさせていただいた

ところでありますけれども、既存の森林整備事

業が国庫等である中で、森林環境譲与税が課税

に先立って譲与されているという状況になりま

す。先ほど課長が説明しましたように、基本は、

手入れの行き届かない森林の整備ですとか、木

材の利用促進、あるいは人材育成といったとこ

ろに、それぞれ使途を定めて使われる形になっ

ております。
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この森林環境譲与税の活用は、まだ制度が始

まったばかりで、昨年度から事業が実施されて

いるので、この使い方については、市町村から

もいろいろ御要望もございますし、他県におい

ても、同じような状況はあろうかと思います。

そういったことは有効に活用できるように国に

つなぎながら、これは国民の皆さんに負担いた

だく税でございますので、使い方として理解を

得られるように、国としてもきっちり考えたい

というところがあって、今のような状況だと思

います。

今後、制度が経過するごとに、そういった使

い方についても変更というか、考え方が変わる

部分もあろうかと思いますが、我々は、先ほど

のこの事業の制度化を含めて、国に要望、検討

したいというふうに答えさせていただきました

けれども、税についても、いろいろな御意見を

踏まえながら対応させていただければというふ

うに考えております。

○横田委員 ワーケーション支援事業について

ですが、森林空間での体験を楽しみつつ、仕事

や勉強を行うワーケーションの実施と書いてあ

りますけれども、これは、今からニーズを調べ

ていくことになるんだろうと思いますけど、こ

の事業に対するニーズを今の段階でどのように

考えておられるかを教えてください。

○有山山村・木材振興課長 ワーケーションに

参加します企業や学校のニーズを、右の10ペー

ジの資料で言いますと、１の準備支援事業で把

握するわけなんですけれども、今週閣議決定さ

れました森林・林業白書―16日に閣議決定さ

れておりますが―その中でもＳＤＧｓの特集

がされておりまして、その中で、かなりの部分

を、ワーケーション、森林空間の利用に係る取

組として、森林を活用したアウトドアパークだ

とか、そういった事例が各所に出ております。

そういったことから、もう既に昨年以前から

ニーズはあるものと考えておりますが、この新

型コロナで、よりそういった、今まで閉じ籠もっ

ていたところから外にという意識が高まってい

ると思いますので、一層ニーズ把握に努めて、

うまく県内外の企業、学校を呼び込むような形

で取り組んでいければと考えておりまして、今

現在、既に関心を示している旅行代理店だとか、

宮崎県内で地域づくりを支援している団体との

意見交換をさせていただいておりますので、引

き続き、予算成立した後には、早速事業に取り

かかれるよう準備をしているところでございま

す。

○横田委員 今おっしゃったように、今回のコ

ロナウイルスでテレワークとかが進んで、テレ

ワークでも十分仕事ができるじゃないかという

ことがかなり分かってきたと思うんですよね。

それと、そういうものを使いながら、人口密

度の高い大都市にいるんじゃなくて、地方にい

てもちゃんと仕事ができるよねというのも分

かってきたと思うんですよね。

ですから、今回のコロナウイルスでのこういっ

たテレワークとかの体験をプラスのチャンスだ

と捉えて、ぜひ県外の企業とかが、こういう事

業を使って宮崎県に来てくれるように頑張って

いただきたいなと思います。

○髙橋委員 今横田委員からもありましたよう

に、コロナ禍で、森林空間に人を呼び込むこと

は、私は自然の流れでくるだろうと思っている

んですよ。これについてもそうですけれど

も、15、16ページの新しい生活様式の空間づく

りも関連しているなと。

だって、10ページの写真は森林浴でしたっけ、

何かありましたよね、猪八重渓谷なんかを散策
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する。（「セラピー」と呼ぶ者あり）森林セラピ

ー。これももう既にやっているわけですよ。こ

こをしっかり生かす。

だから、ニーズはあるんだろうけど、人混み

の中、にぎわったところがいいという、これま

での人間の成り立ちから、そういうふうに言っ

ているんだけど、これが、また今回のコロナで

森林空間が見直されているし、現に、私の地元、

酒谷道の駅というところがあります、田舎の山

のほうに。３月、４月はお客さんは減るなと思っ

たら、意外と来たんですね。山手のほうは大丈

夫だろうと、そういう意識が働くんでしょうね。

ただ、余り来てもらっても困るんですよ。

だから、ひょっとしたらこの森林空間に永住

で来るかもしれないし、そういったところをニ

ーズとしてしっかり捉えて、この事業をやって

いただきたいなと思いますし、ぜひこれ生かし

ていただきたいなと思います。チャンスですよ

ね。

○日髙委員長 僕も関連でちょっとよろしいで

すか。

さっき南の案内があったんですけれども、北

のほうで、先日、行縢山に行ってきたんですけ

れども、僕も初めて行きまして、宮崎にこんな

にすばらしいところあったんだと、宮崎駿さん

の映画のワンシーンで出てくるんじゃないかと

いうような。こういうところに都会の方が来た

らすばらしいだろうなと思いまして、とにかく

発信力だと思うんですよね。しっかりと発信し

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○佐野環境森林部長 いろいろ激励ありがとう

ございます。我々としても、今回のコロナ禍の

中で、横田委員、髙橋委員、委員長もおっしゃ

いましたけれども、そういう流れが来ると考え

ておりますし、環境森林部だけでなく、県全体

でいろんな取組を展開していくという形になっ

ていると思います。

地方というか、密でないところは、ライバル

がいっぱいいますので、その中で、先ほどおっ

しゃったようにどれだけ情報発信ができるか、

魅力を提供できるかが大事になると思いますの

で、我々としては、この事業とかを展開する形

で考えておりますが、そういったところにしっ

かり取り組んで、宮崎に来てもらえるような、

住んでもらえるような形の地域にしてまいりた

いと思っています。御指導よろしくお願いしま

す。

○窪薗委員 ３ページ、４ページの話なんです

けれども、木材の単価なんですが、今なかなか

先を見通すのは難しいわけなんですけれども、

現在、8,700円程度ということですが、今後、ま

ださらなる下落が懸念されるようなことになっ

ているわけです。

宮崎県の場合は、輸出が始まらないと、どう

しても山の木ははけないという状況があるわけ

ですけれども、今後、コロナ等が落ち着いて、

また輸出等の関係が増えるのかどうか。中国も

なかなか、一方ではロシアからも入る、あるい

はそういった部分もあるというふうなこともお

聞きしているんですが、こういった輸出の関係

をどういうふうに見てらっしゃるのか。

今後のことですけど、なかなか見通しは厳し

いと思いますが、率直にどういった感じで見て

いらっしゃるのか。森林の経済、山の経済とい

うのは、宮崎の場合はここにかかっていると思

うんですよ。だから、ここ辺りをどういうふう

に見込んでいらっしゃるのか、分かる範囲内で

結構なんですけれども。

○福田みやざきスギ活用推進室長 委員の御指
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摘のとおりなんですが、実は現在、こっちでも

書いておりますが、主な原木の輸出先なんです

けれども、中国においては移動制限等が解除さ

れまして、港の在庫も動き出したということで、

４月からは県内の輸出も再開されているという

状況です。

また、価格につきましては、一時期よい時期

があったんですけれども、そこまではまだ戻っ

ていないと。そういった状況なんですが、今日

も輸出関係の人に電話して聞いたところなんで

すけれども、そこら辺の動きは、まだ今は大き

な動きはないということでした。

今後の展開なんですが、杉と競合します外国

材の状況もちらほら動きは聞いているけれども、

今のところは、大きな動きはないということで

ございます。あと中国国内の経済状況も懸念材

料があるものですから、そういった外材の状況

だとか、競合する材の状況だとか、中国国内の

状況を見極めながら、いろんな情報を取りなが

ら、輸出している業者さんだとか、そういった

方々と情報交換しながら、そういった取組を進

めていこうと考えております。

○窪薗委員 よろしくお願いします。

○日髙環境森林部次長（技術担当） 今後の県

産材の需要ということなんですが、今回のコロ

ナがあるなしにかかわらず、現在の木材の需要、

日本国内でも、県内でもそうですが、国産材の

需要の80％以上を住宅が担っているところです。

昨年度、国内で大体90万戸の新設の住宅着工戸

数ございますけれども、これが2030年には50万

とか、60万とか、人口減少で減っていくわけで

ございます。

そうした中で、国産材、ますます充実してき

ますけれども、将来の需要に対してどうするか

ということになりますと、住宅以外の商業施設

だとか、そういった非住宅での需要を増やして

いく。それからもう一つは、海外に出していく、

この２つが大きな柱になっているところでござ

います。

そういったことで、日本国内で国産材はます

ます出てきますけれども、人口減少等で需要は

若干小さくなってきますが、世界的に見ますと、

木材の需要は、長期的な視点では足りなくなる

ということですので、当然これは海外に打って

出るということが重要になってくるかと思いま

すので、将来的には、住宅以外の非住宅、商業

施設、そういった使われてないところに使う、

それから海外に打って出る、これが大きな二本

柱になろうかと考えております。

○窪薗委員 特に、今言われる住宅向けの木材

なんですが、今も一生懸命どこもやっているん

ですけど、公共事業等のこういった比重を今後

増やしていくのも大きな鍵になると思うんです

よ。ですから、そういったことで需要を増やす、

喚起することで何とか需要を増やしていくよう

な政策なり何なりを、今後お願いできんかなと

いうことも考えるところでありますので、もし

機会があったらよろしくお願いしたいと思って

いるところです。

○福田みやざきスギ活用推進室長 ただいまの

公共施設とかの木造化なんですけれども、県庁

内の施設につきましては、県産材の利用推進委

員会というものを立ち上げておりまして、そち

らのほうで木造・木質化を進めていこうという

ことで進めております。

あと、県内の市町村におきましては、木材を

利用推進する基本方針を各市町村が定めていま

すので、市町村等の建設する施設につきまして

も積極的に進めるようにお願いをしていきたい

考えていますし、また、会議とかを通じてそう



- 15 -

令和２年６月18日(木)

いったお願いもしますし、また、国の事業等も

いろいろ紹介していきたいと考えております。

○窪薗委員 よろしくお願いします。

○星原委員 15ページで、みやざき材で創る「新

しい生活様式」ということですが、新規事業な

んでこれまでなかったんでしょう。商業施設な

んかにも使っていただこうということで、新し

い形でそういう分野まで広げてもらうのは私は

いいことだと思うんです。ただ、事業期間が令

和２年度だけの単年度になっているんで、本当

に木材を、これから内装材でということになる

と、加工やら、いろんなこともやっていく中で、

どういう使い方をしたらいいかとかというのが

出てくると思うんですよね。店舗関係で使い方

もいろいろある。

そういうことをやろうとしている事業が単年

度というのは寂しい気がするんですが、何で単

年度にしたのかなと。街の活性化とかうたって

いるんですから、そうだとしたら、木材、木質

化の内装材なんかで、地域の商店街なんかでい

ろんな形で使っていく、目にする消費者が逆に

そういう店に行って、潤いというか、癒やしの

部分とかにつなげていくとか、そういう使い方

まで考えてやるとすれば、単年度で果たしてど

うなのかなと思うんですが、その辺の検討はさ

れなかったものですか、どうなんですか。

○福田みやざきスギ活用推進室長 こちらの事

業は、新しい生活様式の中で生じます、ストレ

スとか、それに対応した木材の持つ温かみだと

か、デザイン性だとか、リラックス効果、そう

いった効果に着目した事業として、今回、コロ

ナの発生に基づいて上げた事業でございます。

実際、病院施設だとか、あと福祉施設とかも

木材を利用したりして、例えば治療を行うだと

か、そういったふうな事例も聞いております。

今回を機に、実際既存の事業でも、そういっ

た大径材用いた、内装材に用いた事業だとか、

そういったのもやってございますので、そういっ

た事業も活用しながら、また進めていきたいと

いうふうに考えております。

○星原委員 目的がこういううたい文句でいく

んなら、こういう事業を始めるときに、今店舗

を経営している人、新しくそういういろんな店

舗をやっていこうという人たちは、どういうと

ころに頼るかというと、店舗設計とか、そうい

う設計事務所あたりなんですよね。

だから、そういうところあたりにもアタック

できる、皆さん方からいろんな使い方の、ある

いは金額的なものにしても、どういうふうに利

用すればこういうことで利用できますよとか、

そういうことをＰＲしていかないと、よっぽど

じゃないと、個人の事業主がここに目をつけて

支援もらおうという、そういう形になるかなと

思うんですよね。

それともう一つは、これから人口減少が進め

ば住宅なんか少なくなってくる。そういう流れ

の中でいくと、こういう店舗関係なんかに内装

材で使ってもらう。そのためには、床材でも使

える、壁材でも使える、天井材でも使える、あ

るいは照明器具としても使えるとか、いろんな

使い方があると思うんですよね。そういうもの

を研究していきながら提供していかないと、な

かなか活用しないんじゃないかなと思うんです

よ。

ですから、新しくそういうふうに売り込んで

いくんなら、いろんな角度も取り入れた考え方

で取り組んでほしいなというふうに思うんです

けど、そういうことはどういうふうに考えてい

るんですか。

○日髙環境森林部次長（技術担当） まさに今
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委員が御指摘のとおり、特に、住宅でもそうで

すが、非住宅でもそうで、商業店舗で木材を使

うか、鉄骨でやるか、決定するのは、もちろん

施主の方でもありますけれども、その前に経費

だとか、維持管理を考えたときに、決定権が強

いのは、設計士が最も強いんですね。

そういったことで、まさに非住宅については

設計士の役割が非常に大きいということで、実

際、施主に支援するものとは別に、設計士に決

定権があるんだから、設計士に対してインセン

ティブを与えたらどうかという事業も、私が木

材の担当だったときにかつて取り組んだことが

ございます。

そういったことで、非常に重要な視点ですの

で、現在でもやっているんですけれども、今後、

木材需要拡大対策におきましても、ただ単に量

的に使うだけじゃなくて、デザインだとか、あ

るいは設計だとか、その辺りも含めて、鉄筋コ

ンクリートの床材等でも使えるもの、杉材で使

えるものということで、検討しているところで

ございます。

そういった意味で、今回のこの対策につきま

しては、コロナ対策として、国が、公共施設の

大きなものに対して国の事業で対応するという

対策を打ち出していますが、そういったことも

ありました関係で、国が公共施設の大きなもの

であれば、県としては、民間施設についての需

要拡大対策ということで、景気刺激策として、

この対策については出したということで、単年

度で設定させていただいておりますけれども、

先ほど説明しましたように、住宅需要が減る中

では、商業施設等非住宅を増やすということに

なりますと、星原委員御指摘のとおり、杉材で

はまだまだデザインだとか、設計だとか、そう

いったものでもっともっと適用していかないと

いけない部分があるということですので、今後、

木材需要拡大を図る上で、設計士との連携、デ

ザインの検討、そういったことは、対策でさら

に踏み込んで検討していきたいというふうに考

えております。

○星原委員 意味は分かるんですけれども、た

だ、私が言いたいのは、これからそういう民間

の商業施設なんかにも木材を使うというんなら、

単年度で果たしてそんなに効果が出るもんかな

と。地域のまちづくりにも生かすというんなら、

ある程度継続してやっていって、いろんな人た

ちが何年かかけて周辺の木造、あるいは木質、

内装材として使う店舗なんかが周辺に増えて

いって、初めて地域活性化とか、地域づくりが

できるんじゃないかなと思うもんだから、単年

度で果たしてそこまですぐに成果が出てくるの

かなと。

今回の場合、これは国費じゃなくて一般財源

ということなので、県費であれば、木造、ある

いは木材を利用する、地域の人が寄ってくる店

舗なんかで使わせることで、木材のよさをＰＲ

できるんだという、そこに持っていくためには、

ある程度そういうことまで考えてやっていかな

いと、成果が出るのかということを言いたいわ

けです。

○佐野環境森林部長 いろいろ御指摘というか、

御提案をいただいているところですが、４月の

補正のときにも少し申し上げたかと思いますけ

れども、いろんな森林・林業・木材産業の現状

を踏まえて、我々としてはこういった事業まで

含めて、いろんな対策を打ちたいという気持ち

はあった。

ただ、そこについては財源の問題等もあって、

全体の調整の中で、前回についてはセーフティ

ーネットの体制を構築する事業と、ひなもり台
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の整備の関係が補正対象として認められるよう

な形で御提案させていただいた。

今回につきまして、そのときに、こういった

対策で十分なのかというような委員会での御指

摘もあって、今回、こういう形で２億7,400万円

余の事業を構築することができたと考えており

ます。この点については感謝申し上げたいと思

います。

今回につきましても、コロナ対策として緊急

にやるというような事業の性格もございますの

で、当面というか、本年度、こういった事業を

実施して、その効果も見ながら、また、コロナ

禍の状況、そういったものを見ながら、今後の

対策は検討していく必要があるのかなというふ

うには考えております。

我々としては、いい事業だというふうには考

えておりますし、委員からもそういうお言葉を

いただきましたので、今後の、来年度以降の展

開については、またいろいろ検討させていただ

ければと。

いずれにしましても、状況に応じて、時機を

失することなく適切に対応していくということ

が、様々な面で必要になっていると思いますの

で、そういう中で、どういう調整になるか分か

りませんが、そういった事業を構築できるよう

に努力していきたいというふうに考えておりま

す。

○星原委員 最後にしますけど、私は、そうい

うことであれば、コロナ禍で元のお客さんが帰っ

てくるまでには、なかなか厳しいだろうと経営

者の人たちは思っていますよね。

そういう中で、模様替えする、気分を変える

ことで、店舗のイメージ変えることが、客が以

前より増えることに、非常に効果が出るんじゃ

ないかなと思っているもんですから、そういう

取組があれば、ぜひいろんな形でこういうのを

生かしながら、木材を利活用する、幅を広げて

いく、そういうことに活用してもらえればと思

いますので、よろしくお願いします。

○髙橋委員 関連なんですけど、今回は、非住

宅分野での事業なんでしょうけれども、先ほど

日髙次長がおっしゃっていた、決定権を設計士

が結構握っているんだということで、非住宅分

野でも恐らく傾向はあるのかもしれませんが、

非住宅分野以外の話をすれば、若い人たちは手

続とか、打合せを嫌がるらしいんですよね。住

宅で言うと、結構建て売りが売れている。何で

ですかと聞いたことがあるんですよ。打合せし

たり、手続が面倒だから、若い人たちは、ある

程度間取りが気に入ったら買うらしいですね。

そういうやり方じゃないと、大工さんにお茶出

したりとか、こんなの煩わしいというのがあっ

て、建て売りが売れているらしいんです。

だから、この非住宅分野にしても、若い人た

ちからすれば、手続が簡単になるように設計士

に頼んで丸投げされていることもあるんだろう

なと、話を聞きながら思ったんですけれど。

設計士に任せないという学習をさせる、それ

は行政だと思うんですよ。コロナ禍で、いわゆ

る木とか、しっくいなんかは呼吸をするわけじゃ

ないですか。だから、自然の空調ですよという

ことで、例えばそういうことを若い人たちに知っ

てもらう。先ほどのと関連しますけれども、コ

ロナ禍で、木造化・木質化はチャンスだと思う

んですよ。

これを機に、星原委員がおっしゃるように、

しっかり予算の、これ単年度じゃもったいない

なということで、また言いますけど、県の森林

環境税があるじゃないですか。そんなものを引っ

張り出しながら、私は優先的に使うべきじゃな
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いかと思うので、ぜひ知恵を絞って、令和２年

度以降もぜひやっていただきたい。お願いしま

す。

○有岡委員 11ページのＨＡＣＣＰの認証取得

の件をお尋ねしますが、これを取得するために

はどれぐらいの経費が必要なのか。２分の１の

補助ということになっておりますが。

そして、現在、何社ぐらいがこういったもの

に取り組もうとしていらっしゃるのか、もし分

かっていらっしゃれば教えていただきたいと思

います。

○有山山村・木材振興課長 11ページ、12ペー

ジのＨＡＣＣＰの事業でございますけれども、

事業者は、既に内示が出ています。事業の実施

主体は杉本商店さんでございまして、施設整備

の費用等、それぞれ補助率が２分の１になって

いますが、費用でございますけれども、その詳

細は今手元にございませんので、必要でありま

したら、後で説明をさせていただきたいと思い

ます。

事業の中身は、12ページの事業内容及び効果

のところにございますが、乾燥乾シイタケを保

管しておく製品保管倉庫だとか、風除室といい

まして、二重扉みたいな形で、ごみやほこりが

入らない、湿度の変化を避けるために、こういっ

た風よけの部屋を設ける。また、乾燥したり、

除湿をしたり、温湿度を一定に保つために、冷

蔵設備・除湿機なんかを整備する。これら含め

まして、予算額の５倍程度が事業費になっ

て、3,000万円程度が事業費になっているところ

でございます。

○有岡委員 輸出量は全国で30年度が24トンと

いう数字が出ておりまして、本県が1.5トンぐら

い。将来、宮崎の物を輸出していこうとしたと

きに、例えば４トン、５トンまで増やしていき

たいという目標があって、それに向かって準備

したり、このＨＡＣＣＰを取れる事業者を増や

していくとか、そういうロードマップというん

でしょうか、将来ビジョンを持って取り組んだ

ほうがいいと思うんですが、新しい事業として、

今後の展開を考えていらっしゃるのかお伺いい

たします。

○有山山村・木材振興課長 今現時点で、具体

的に輸出目標というのは持ち合わせてございま

せんけれども、今、林業における長期計画を検

討しているところでございますので、その議論

の中でも、乾シイタケの輸出量、これだけ右肩

上がりで伸びているものでございますので、将

来性があるということで、取り組む事業者を増

やすなりして、輸出拡大に努めてまいりたいと

思いますが、まず、そのためには、全国の輸出

量が平成29年、30年は、26トン、24トンと、前

年に比べて少し落ち込んでございます。これは、

ＨＡＣＣＰとか、アメリカやＥＵとかのそういっ

た基準に対応できなかったり、中国の安価な乾

シイタケに価格競争で負けてしまったとか、そ

ういったことでございますので、規模拡大を図

りながら、輸出に取り組む事業者を増やす、そ

ういった取組を行い、また、今回のような施設

整備を図りながら対応してまいりたいと考えて

ございます。

今年度、事業を始める中で、輸出に取り組む

事業者なんかも把握してまいりたいと考えてご

ざいます。

○日髙委員長 関連でありますか。

○横田委員 このＨＡＣＣＰの事業は、取り扱

う企業に対する事業なんですか。例えばシイタ

ケの生産農家がＨＡＣＣＰを取得するとか、そ

ういうことではないんですか。

○有山山村・木材振興課長 なかなかお答えが
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申し上げにくいんですけれども、国の事業なん

ですが、地方公共団体を経由して事業者への補

助となっているもんですから、今議会にも予算

としてお願いをして、お諮りするものでござい

ます。

そういったところから、今回取り組む事業者

は１事業者なんですけれども、県内事業者には

もっと事業の周知を図りまして、取り組む事業

者を増やしていきたいと考えてございますし、

また、事業者の要望なんかも伺いながら、県と

しても取り組める事業なりがありましたら対応

してまいりたいと考えてございます。

○横田委員 シイタケの生産者のＨＡＣＣＰ取

得とか、そういうことは全く対象ではないわけ

ですね。

○有山山村・木材振興課長 シイタケ生産者

が1,400者ぐらいあるんですけれども、個別に取

り組むというよりは、それをまとめて加工して

乾燥するとか、そういった費用がかかるもんで

すから、ある程度規模を拡大した上で、乾シイ

タケの生産加工と流通には取り組んだほうがい

いとは思いますけれども、そういった生産者自

身の御意向なんかもお伺いしながら、事業の組

立てとか、国への要望とかを、また考えていき

たいなと思います。

○髙橋委員 この事業は事業としてしっかり取

り組むべきだと思うんですが、中身で関連する

んだけれども、このコロナ禍で輸出・輸入の状

況なんか変わりつつあるような―例えばブラ

ジル産の※豚なんか値上がりしているとか、輸出

する側のところでコストがかかっちゃって。だ

から、この乾シイタケは、今価格で負けている

けど、国内での需要がひょっとしたら伸びてく

るんじゃなかろうかと、今朝のテレビ見ながら、

国内産のいろんな食料品、こういったところを、

今のうちに手を打ってしっかりやっていけば、

いろんな生産者に利益が行くなと思ったんです

が、そこら辺は情報つかんでいらっしゃいませ

んか。

○有山山村・木材振興課長 乾シイタケに限ら

ず、生シイタケもそうなんですけれども、今回

の新型コロナの感染症拡大を受けまして、外出

自粛なんかがありましたもんですから、そういっ

た中で、宅配サービスを利用した、いわゆる巣

籠もり需要というのがありまして、そういった

ところで、個別の人に対する需要は高まったん

ですけれども、飲食店とか、あと学校給食が休

止になったということで、そういった店舗向け

の出荷は落ち込みました。

ですので、自宅や個人の消費にはつながった

というところはありますので、潜在的に乾シイ

タケの出荷拡大、生産拡大につながる要素はあ

るものと考えてございます。

輸出につきましては、飛行機で空輸したりす

るもんですから、当然飛行機が減便になりまし

て、実際飛行機が飛ばなくなったりして、輸出

ができなくなったとか、そういった輸送費の価

格が上がってしまって停滞したというような事

情もございます。

ですので、そういったサプライチェーンを変

えていく、都会への需要をまさにつくることに

よって、国内での需要拡大にも、今回のコロナ

禍を機に、連携協定を結んでいる自治体とかも

ございますので、そういったところに取り組む

とかも考えられますので、引き続き出荷拡大に

努めてまいりたいと思います。

○髙橋委員 国内産と輸入物との価格差は、私

は縮まってくるだろうと思うんですよ。そこの

ところをしっかり見極めていただいて、今後の

※59ページに訂正発言あり
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この事業にもどんどん展開いただきたいなと。

○有山山村・木材振興課長 委員の御指摘を踏

まえ、また、意見交換もさせていただきまして、

検討させていただき、引き続き取り組んでまい

りたいと思います。

○窪薗委員 １点だけ教えていただきたいと思

います。

歳出予算説明資料の35ページで、リモートセ

ンシング技術活用実証事業が210万円ございます

けれども、下刈りだと思うんですが、このリモ

ートセンシングというのは、どういった技術な

んでしょうか。

○橘木森林経営課長 御質問の内容につきまし

ては、現在、森林の作業を行いますと、補助金

の申請をするために、コンパスで測量したりと

か、実地で測量しているわけなんですけれども、

最近は、ドローンを飛ばしまして上から測量を

します。そういった実際に測量をしなくても、

図上もしくは写真上で面積の確定が行われたり

とか、そういった技術に今現在、国が取り組ん

でおりまして、そういった実証がある程度終わ

りまして、いざ普及段階に国は入ったというこ

とで、補助を今始めているところでございます。

したがいまして、この支援先としましては、

県下の森林組合、あと林業事業体、そういった

ところから要望を取りまして、森林作業の効率

化ではなくて、そういった測量作業とか、検査

の効率化、そういったことを目的としたリモー

トセンシング技術を活用するといったような内

容になっております。

○窪薗委員 各市町村にそれぞれ山がいろいろ

あると思うんですが、森林組合等もありますけ

ど、希望等がかなりあるんでしょうか。これも

単年度なんですよね。その辺りどうでしょうか。

○橘木森林経営課長 この事業につきましては、

国の事業は３か年でございまして、順次要望を

取っていくような形でしております。

今回、要望のあったところの中から選定がさ

れたといったようなことでございますけれども、

また順次、ドローンを実際に導入したいと。さ

らに、この事業のメリットとしましては、ドロ

ーンの導入とともに、植栽のそういった実際の

補助も合わさって支援が受けられる。実際に測

量する代わりに、そういうドローンを飛ばして

測量をしまして、それが実際に合っているかど

うか検証をするといった内容になっております。

ですから、今後もそういった事業に取り組む

事業体の要望もかなり多いかと思いますので、

しっかり取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○窪薗委員 分かりました。

○日髙委員長 そのほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○横山環境森林課長 常任委員会資料19ページ

をお開きください。

繰越明許費繰越計算書についてでございます。

これは、令和元年度に議会において御承認い

ただきました事業につきまして、繰越額が確定

しましたので報告を行うものでございます。

主管課ごと、事業ごとに記載しておりますが、

一番下の合計の欄にございますとおり、環境森

林部全体で20事業、繰越額は72億1,189万円であ

ります。

繰越しの理由につきましては、表の右側、繰

越理由の欄に事業ごとに記載しておりますが、

主に工法の検討に日時を要したことや、国の補

正予算の関係により工期が不足したことによる

ものなどであります。
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次に、20ページを御覧ください。

２の事故繰越し繰越計算書についてでありま

す。

環境森林部全体で５事業、繰越額は２億2,631

万8,050円であります。

自然環境課の一番上、山地治山事業につきま

しては、工事施工中に判明した軟弱地盤への対

策の検討等に日時を要したことによるものでご

ざいます。

その下の緊急治山事業及びその２つ下の治山

施設災害復旧事業につきましては、施工中の大

雨による災害発生により、工法の検討等に日時

を要したことによるものでございます。

上から３つ目の自然公園等整備事業につきま

しては、入札の不調等により契約締結に日時を

要し、工期が不足することによるものでござい

ます。

森林経営課の地方創生道整備推進交付金事業

につきましては、切土施工中の崩壊により、工

事の進捗に大幅な遅れが生じたことによるもの

でございます。

説明は以上でございます。

○日髙委員長 説明が終了いたしました。

報告事項につきまして、質疑はございません

でしょうか。

○髙橋委員 この自然公園等整備事業の事故繰

越しの入札不調、これはちなみに何件ですか。

○藤本自然公園室長 ２件です。

○髙橋委員 山奥なんでしょうか。

○藤本自然公園室長 ２か所とも山奥といいま

すか、非常に現場条件が悪いところでありまし

て、ほかのいろんな公共関係の工事発注等もあ

りまして、なかなか厳しかったという状況で不

調が起きた現場であります。

○髙橋委員 何とかめどを立ててもらえません

か。

○藤本自然公園室長 現在は、そのいずれも入

札は終わりまして、工期が年度をまたいでいる

という状況にあります。

○日髙委員長 そのほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 暫時休憩いたします。

午前11時32分休憩

午前11時32分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○横山環境森林課長 常任委員会資料21ページ

を御覧ください。

次期指定管理候補者の選定についてでござい

ます。

環境森林部では、４つの公の施設について、

指定管理者制度を導入しておりますが、今年度

末で３年間の指定管理期間が終了しますことか

ら、引き続き、指定管理者を募集することとし

ております。

まず、（１）の現在の管理運営状況についてで

あります。

①の施設の概要を御覧ください。

一番上、川南町にある宮崎県川南遊学の森は、

県民の森林に関する知識、技術の習得や森林と

のふれあいの場を提供するための施設で、現在

の指定管理者は、公益社団法人宮崎県緑化推進

機構であります。

２つ目の小林市にある宮崎県ひなもり台県民

ふれあいの森、次の宮崎市高岡町にある宮崎県

諸県県有林共に学ぶ森、その下の美郷町西郷に

ある宮崎県林業技術センター（森とのふれあい

施設）は、森林・林業に関する学びや、森との
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ふれあいの場などを提供するための施設で、こ

れら３つの現在の指定管理者は、公益社団法人

宮崎県森林林業協会でございます。

次に、②の施設利用状況についてであります。

主催事業（研修）の表は、各施設での主催事

業（研修）の回数、参加者数を記載しておりま

す。

表の右の２列、平成30年度と令和元年度が、

今期の指定管理者の指定期間となります。

表一番上の川南遊学の森と２番目のひなもり

台県民ふれあいの森で、新型コロナウイルス感

染症の影響で事業が開催できなかったことなど

もあり、令和元年度は前年度より回数、参加者

ともに減少しております。

22ページを御覧ください。

利用者数の表は、利用料金制を導入し、利用

料金を徴収している、ひなもり台県民ふれあい

の森と林業研修センターの利用者の推移であり

ます。

この表につきましても、右の２列、平成30年

度と令和元年度が、今期の指定管理者の指定期

間となりますが、ひなもり台県民ふれあいの森

につきましては、今期の指定管理期間に入り、

大きく利用者数を伸ばしているところでありま

す。

林業技術センターの研修寮につきましては、

従来は、センターで行われる研修の際に、研修

寮への宿泊を義務づけていたところですが、こ

れをやめたことなどにより、平成30年度に利用

者数が減少したところですが、令和元年度の利

用者数は、前年度よりも増加しております。

次に、③施設収支状況についてであります。

４施設とも指定管理料を主な収入としており

まして、令和元年度の収支差額は、諸県県有林

共に学ぶ森が5,000円の赤字、林業技術センター

が150万円余の赤字となっております。

次に、管理運営状況についてであります。

利用者の利便性やサービス向上等に関する主

な取組を記載しておりますが、４施設共通の取

組としまして、マスコミなどへの情報提供、チ

ラシやダイレクトメール、ＳＮＳの活用などの

積極的な広報活動のほか、主催事業等参加者へ

のアンケート調査、インターネットの活用など

を行ったところであります。

23ページを御覧ください。

ひなもり台県民ふれあいの森におきましては、

共通事項のほか、ふれあいの森の通年開園やメ

ンバーズ割引なども実施しております。

次に、評価及び課題についてであります。

川南遊学の森につきましては、講座参加者へ

のアンケートで得られた要望等への迅速な対応

などによりまして、利用者の満足度向上に努め

ておりますが、利用者のほとんどがリピーター

であるため、新規利用者の増加につながる取組

を行う必要がございます。

ひなもり台県民ふれあいの森につきましては、

施設利用時間の延長や利用料金の値下げなどの

ほか、マスメディアやＳＮＳを活用した積極的

な広報活動による経営努力を行った結果、指定

管理期間中である平成30年度、令和元年度は、

県が設定した利用料金を上回り、収支差額もプ

ラスとなっております。

諸県県有林共に学ぶ森については、主催事業

において、募集人員を上回る参加者があり、ア

ンケート調査で良好な評価が得られております

が、収支差額がマイナスとなっているため、業

務の効率化に努め、収支の改善を図る必要がご

ざいます。

林業技術センター（森とのふれあい施設）に

つきましては、研修プログラムの充実を図った
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ことにより、アンケート調査でも良好な評価を

得られておりますが、収支差額がマイナスとなっ

ているため、この施設につきましても、利用者

の増加や業務の効率化に努め、収支の改善を図

る必要がございます。

24ページを御覧ください。

次期の募集方針についてであります。

①の業務の範囲でございますが、いずれの施

設も今期と同じで変更はございません。

川南遊学の森につきましては、施設の利用及

び維持、保全と森林環境教育の実施に関する業

務でございまして、他の３施設につきましては、

施設の利用及び維持保全と、森林・林業に関す

る知識習得や自然とのふれあいのための研修に

関する業務であります。

次に、指定期間ですが、４施設とも令和３年

４月１日から令和６年３月31日までの３年間で

あります。

次の基準価格です。年額で、川南遊学の森が697

万9,000円、ひなもり台県民ふれあいの森が2,980

万5,000円、諸県県有林共に学ぶ森が277万1,000

円、林業技術センター（森とのふれあい施設）

が3,044万3,000円としております。

④の利用料金につきましては、ひなもり台県

民ふれあいの森と林業技術センター（森とのふ

れあい施設）が該当しますが、それぞれ年間で、

ひなもり台県民ふれあいの森が2,283万1,000円、

林業技術センター（森とのふれあい施設）が70

万7,000円と設定しております。

次の募集概要でございます。

募集期間は、４施設とも７月６日から９月７

日までとし、説明会を７月27日から７月29日ま

でにかけて行います。

また、県公報やホームページ、各種メディア

での広報を行っていくこととしております。

25ページを御覧ください。

応募者の資格要件につきましては、⑥の資格

要件のとおりでございます。

まず、４施設の共通の要件といたしまして、

宮崎県内に事業所または事務所を有する、また

は、指定期間の初日までに設置が見込まれる法

人その他の団体であることなど、アからクまで

の８つの項目を掲げております。

このほか、各施設ごとに定めます管理運営業

務仕様書に掲げる管理運営に必要な免許等を有

する組織及び人員体制を指定管理の始期までに

確保できること、また、ひなもり台県民ふれあ

いの森につきましては、無料施設部分と有料の

オートキャンプ場を一体的及び適切で安全に管

理運営するための総括責任者が常勤できること

を要件としております。

26ページを御覧ください。

⑦の選定について、アの審査の流れですが、

まず、書類審査で資格要件の適否を審査し、次

に、外部委員のみで構成する指定管理候補者選

定委員会において、書類審査を通過した応募者

を対象に、プレゼンテーション及びヒアリング

を行います。

そして、最後に県の指定管理候補者選定会議

におきまして、選定委員会の審査結果を施設所

管課において評価した結果と照らし合わせまし

て、候補者が違っていないか確認を行うことと

しております。

指定管理候補者選定委員会は、従来と同様、

施設ごとではなく、１つの選定委員会で４つの

施設の指定管理者を選定することとしており、

委員は、イの指定管理候補者選定委員会委員の

欄に記載してあります５名の方にお願いをして

おります。

また、ウの指定管理候補者選定会議委員につ
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きましては、環境森林部長を議長とする委員で

構成いたします。

⑧の選定基準につきましては、住民の平等な

利用の確保など、アからオまでの５つの事項を

設定しております。

27ページを御覧ください。

⑨の審査項目・配点でございますが、表の左

の列、選定基準の欄、住民の平等な利用の確保

から地域への貢献等まで５つの基準で、それぞ

れ審査項目と配点を設定し、合計を100点として

おります。

最後に、28ページを御覧ください。

スケジュールについてでございます。

去る６月４日に第１回の選定委員会を開催し、

今期の実績検証や次期の募集方針等の検討を

行ったところでございます。

今後、７月６日から９月７日まで２か月間の

募集、９月中旬の書類審査を経まして、10月上

旬に、第２回の選定委員会による審査と、選定

会議による確認を行うこととしております。

そして、10月中旬に指定管理候補者を選定

し、11月定例県議会において、指定管理者指定

議案を提出することとしております。

説明は以上でございます。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 続きま

して、常任委員会資料の29ページを御覧くださ

い。

２の宮崎県森林環境税についてでございます。

本税につきましては、課税期間が今年度まで

となっておりますことから、現在、今後の在り

方について検討を進めているところであります。

（１）の宮崎県森林環境税の概要、①の目的

等にありますように、本税は、森林の有する公

益的機能の重要性を踏まえまして、県及び県民

等が協働して取り組む森林環境の保全に関する

施策を推進するため、平成18年度に導入し、平

成22年と平成27年にそれぞれ５年間延長してま

いりました。

次に、②の税額等については、個人で年額500

円、法人で県民税均等割の５％相当としており、

昨年度の税収額は約３億1,200万円が見込まれて

おります。

次に、③の使途事業の成果につきましては、

本税の導入によりまして、県内の森林ボランティ

ア団体数が約３倍となるなど、森づくり活動が

広がりを見せていますとともに、水源地上流域

での広葉樹の植栽や、伐採後の再造林に対する

支援を行うことによりまして、約１万ヘクター

ルの森林が整備・保全され、森林環境教育等に

より、次代を担う人づくりが図られております。

主な実績を下の表に示しておりますが、これ

まで、県民全体で森林を守り育てていくため、

表の中に太字で記載してあります、県民の理解

と参画による森林づくり、公益的機能を重視し

た森林づくり、資源の循環利用による森林づく

り、森林を守り育む次代の人づくりの４つの視

点から各種の施策に取り組んできたところであ

ります。

右の30ページを御覧ください。

（２）の県民意識調査の結果についてであり

ます。

本税制度の今後の在り方等について県民の意

向を把握するため、昨年度アンケート調査や県

内各地域で８回の意見交換会を実施いたしまし

た。

そのアンケート調査の結果、①の本税の仕組

みや使途等について、県民で73％、企業で74％

が一定の評価をしており、また、②の本税の継

続につきましても、県民で74％、企業で79％が

賛成またはやむを得ないとの回答がありました。
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さらに、③の税額・税率等につきましては、

県民で65％、企業で71％が現状維持が妥当とい

う回答が得られました。

最後に、（３）の今後の進め方でありますが、

県といたしましては、森林を県民共有の財産と

して捉えまして、県民全体で守り育てていくた

めの仕組みである本税につきまして、今後、７

月から８月にかけて、税使途事業の検証や税の

在り方についての検討を行い、９月の環境農林

水産常任委員会へ報告をさせていただきたいと

考えております。

その後、10月に宮崎県森林環境税活用検討委

員会での意見聴取や県民に対するパブリックコ

メントを実施していくこととしております。

説明は以上であります。

○佐沢環境管理課長 常任委員会資料31ページ

を御覧ください。

川内川水系河川白濁に係る水質改善対策等に

ついて御説明いたします。

（１）水質の状況につきましては、右側32ペ

ージの地図を御覧ください。

地図の右下が硫黄山になり、上方向が下流側

になります。

測定地点は、硫黄山近くの①えびの橋から⑧

加久藤橋までの８地点です。

また、右下になりますが、参考に中和処理前

の水質を沈殿池上流部でも測定しております。

地図上に今年の６月３日と昨年、おととしの

検査結果を記載し、環境基準未達成の値を赤字

で表しております。

６月３日の検査結果は、①えびの橋、②大原

橋のｐＨ水素イオン濃度以外は環境基準を達成

しております。

31ページにお戻りください。

（２）これまでの取組の①河川の水質調査に

つきましては、平成30年６月から、週１回、水

質調査を実施しております。

また、昨年の７月10日以降は、長江橋から下

流は全ての項目で基準を達成しております。こ

の結果、噴火直後の影響を受けた水田のうち、

約87％で稲作が再開できるようになりました。

②水質改善実証試験につきましては、32ペー

ジを御覧ください。

上の写真にあります仮設の施設を設置いたし

まして実証試験を行い、その結果に基づく対策

案を取りまとめました。

再度、31ページにお戻りください。

２つ目のポツです。硫黄山・河川白濁対策協

議会にその対策案を報告いたしまして、水質改

善実証試験施設の構造を基本とした本格的な施

設整備を目指すことを確認いたしました。

③沈殿池沈殿物のヒ素等不溶化実証試験につ

きましては、沈殿池の沈殿物を使用した不溶化

実証試験を昨年度実施し、効果を確認しており

ます。

（３）今後の取組につきましては、本格的な

水質改善施設の整備を目指すことを基本方針と

いたしまして、①から④までを取り組むことと

いたしております。

①水質改善実証試験施設の補修運用につきま

しては、本格的施設整備までは今の試験施設を

補修・改良して運用いたします。

②沈殿池に堆積した沈殿物のしゅんせつにつ

きましては、えびの市が沈殿池のしゅんせつを

行い、沈殿物が川に流出しないようにいたしま

す。

③沈殿物処理の調査・検討につきましては、

埋設地や埋設方法の調査・検討を行い、また、

埋設に当たっては手続などを検討・調整いたし

ます。
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④国への要望につきましては、財政的支援を

継続して要望してまいります。

河川白濁対策の説明につきましては以上でご

ざいます。

次に、常任委員会資料33ページを御覧くださ

い。

第３次宮崎県生活排水対策総合基本計画の策

定について御説明いたします。

（１）計画策定の趣旨につきましては、県で

は、平成６年２月に宮崎県生活排水対策総合基

本計画を、平成13年度に第２次計画を策定し、

生活排水対策を推進してきたところであります。

現計画が令和２年度で終期を迎えることから、

上位計画である宮崎県環境計画が令和３年度か

らの10か年計画として新たに策定されますこと

を踏まえまして、第３次計画を策定いたします。

（２）計画の概要の①計画の役割につきまし

ては、本計画は、県環境計画における生活排水

対策の推進についての方向性を示し、市町村の

生活排水対策の基本方針となるものであります。

②計画の構成イメージにつきましては、生活

排水対策の基本的な方向、生活排水処理の状況、

目標などで構成いたします。

③計画期間につきましては、令和３年度から

令和12年度までの10年間とし、原則５年後に見

直しをいたします。

（３）計画策定の進め方につきましては、①、

②のとおり、環境審議会に諮問し、市町村や県

民の幅広い意見を反映いたします。

（４）今後のスケジュールにつきましては、

市町村ヒアリング、環境審議会、パブリックコ

メント、常任委員会への報告など、段階を踏ま

えながら進めてまいります。

計画策定の説明については以上でございます。

次に、常任委員会資料34ページを御覧くださ

い。

令和元年度大気、水質等の測定結果について

御説明いたします。

（１）目的につきましては、県民の健康を保

護し、生活環境を保全するために、関係法令に

基づいて大気や水質などの汚染状況を監視する

ことであります。

（２）測定結果の総括につきましては、本県

の大気、水質、ダイオキシン類の測定結果は、

一部の項目で環境基準を超えた地点がありまし

たが、おおむね良好でありました。

（３）大気の測定結果の①大気汚染常時監視

につきましては、表１の大気汚染常時監視の測

定結果を御覧ください。結果は、この表１で御

説明いたします。

二酸化硫黄は17測定局中４局で環境基準が未

達成でした。その測定局は、高千穂保健所測定

局、延岡保健所測定局、新延岡自動車排出ガス

測定局、大王谷小学校測定局の４局であります。

光化学オキシダントは全ての測定局14局で環

境基準が未達成でした。また、７地域につきま

しては、注意報を発令いたしました。

発令の内訳は、５月23日に宮崎地域、西都児

湯地域、日向地域、延岡地域の４地域、24日に

西都児湯地域の１地域、25日に都城地域、小林

えびの地域の２地域で、３日間合計で７地域に

なります。

このほかの項目は環境基準を達成しておりま

す。

②有害大気汚染物質モニタリング調査につき

ましては、ベンゼンなど４項目について、全て

の地点で環境基準を達成いたしました。

③今後の取組につきましては、良好な大気の

状況を維持するために、常時監視や発生源に対

する監視指導を継続して実施いたします。
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また、光化学オキシダントやＰＭ2.5は大陸か

らの越境汚染も考えられますので、国に対して

国際的な取組の継続を要望してまいります。

（４）水質の測定結果の①公共用水域につき

ましては、35ページの表の２、公共用水域の主

な測定結果で御説明いたします。

生活環境項目のＢＯＤにつきましては、３水

域で環境基準を未達成でありました。

この３水域は、このページの上から１行目か

ら２行目にあるとおり、都城市の大淀川上流、

花の木川、丸谷川下流の水域であります。

また、健康項目のヒ素が２地点で環境基準を

未達成でした。この２地点は、高千穂町の土呂

久川の東岸寺用水取水点、岩川用水取水点であ

ります。

②地下水につきましては、表３の地下水の測

定結果で御説明いたします。

概況調査はメッシュ調査、有害物質使用事業

場周辺調査、定点調査の76地点全てで環境基準

を達成いたしました。

継続監視調査は、48地点中15地点で環境基準

を達成しませんでした。

内容は、表下の米印７と８を御覧ください。

平成30年度との比較では、ヒ素が１地点、揮

発性有機化合物が１地点減少しております。

36ページを御覧ください。

③今後の取組につきましては、良好な水環境

を維持するために、公共用水域や地下水の常時

監視はもとより、発生源に対する監視指導を行

うとともに、生活排水対策を継続して実施いた

します。

（５）ダイオキシン類の測定結果につきまし

ては、表４のダイオキシン類の測定結果で説明

いたします。

常時監視につきましては、全地点で環境基準

を達成いたしました。

発生源自主検査につきましては、大気の67施

設中２施設が排出基準を超過いたしました。

この表の上の（５）ダイオキシン類の測定結

果、②発生源自主検査の３行目を御覧ください。

県では改善を指導し、１施設は改善を確認し、

残る１施設は使用を停止した上で改善中であり

ます。

再度、表４にお戻りください。

発生源立入検査につきましては、大気の39施

設中２施設で排出基準を超過いたしました。

この表の上の（５）ダイオキシン類の測定結

果、③発生源立入検査の１行目を御覧ください。

２施設が排出基準を超過していたため、改善を

命じ、１施設は改善を確認し、残る１施設は使

用を停止した上で改善中であります。

④今後の取組につきましては、良好な水環境

を維持するために、常時監視や発生源に対する

監視指導を継続して実施してまいります。

大気水質等の測定結果につきましては以上で

ございます。

次に、常任委員会資料37ページを御覧くださ

い。

令和２年度海水浴場水質調査結果につきまし

て御説明します。

（１）目的につきましては、海水浴場の水質

等の現状を把握し、その結果を公表して県民等

の利用に資することであります。

（２）調査実施機関につきましては、県と宮

崎市であります。

（５）調査対象海水浴場につきましては、右

の38ページを御覧ください。

県内14か所を対象に調査いたしました。

37ページにお戻りください。

（６）調査結果につきましては、このページ
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一番下の表の判定基準で、全ての海水浴場の水

質が「適」の「水質ＡＡ」と判定されました。

海水浴場の調査結果につきましては以上です。

私の説明は以上です。

○鍋島循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。

常任委員会資料40ページをお開きください。

宮崎県環境整備公社によるエコクリーンプラ

ザみやざき問題のとりまとめにつきまして御説

明をいたします。

（１）の概要でありますが、今年３月に開催

されました定例理事会で、別添の資料１のとお

り、エコクリーンプラザみやざき問題のとりま

とめにつきまして、議決、承認されたところで

ございます。

本来なら、前回の委員会で報告するところで

ありますが、新型コロナウイルス感染症対策の

ため遅れましたことをおわび申し上げます。

（２）のとりまとめの内容をお示ししており

ますけれども、８つの項目から構成をされてお

ります。

それでは、資料１によりまして、その内容を

お伝えしてまいります。

１ページをお開きください。

エコクリーンプラザみやざき問題とはとござ

います。

ごみ処理施設エコクリーンプラザみやざきは、

平成17年11月にオープンしましたが、当初から

浸出水調整池の地盤が沈下し、浸出水調整池水

槽の一部しか使用できなかった浸出水調整池破

損問題、また、浸出水に含まれる塩化物イオン

濃度が設計値を大きく上回り、予定した脱塩処

理ができない塩化物処理能力不足問題を抱えて

おりました。これらが平成20年４月に公となっ

たところでございます。

６ページをお開きください。

エコプラザ問題の解決に向けた県の取組でご

ざいます。

県は平成20年５月、地元住民の不安解消と一

刻も早い施設の機能回復を図るため、専門家に

よる外部調査委員会を設置しましたが、その取

組につきまして、委員会の調査報告書を引用し、

まとめられております。

９ページをお開きください。

外部調査委員会調査報告書によるエコプラザ

問題に関する指摘とございます。

委員会の調査報告書を引用し、公社、設計や

施工監理業務を受託した日技こと日本技術開発

株式会社、調整池の盛土工事を施工した三井住

友ＪＶ―三井住友・吉原・竹盛特定建設工事

共同企業体の責任につきまして、それぞれの問

題ごとに指摘事項がまとめられております。

13ページをお開きください。

外部調査委員会調査報告書による「今後の公

社のあり方」に関する提言と、この提言を受け

て行った公社の取組でございます。

委員会の調査報告書では、今後の公社の在り

方について、責任の所在が明確で効率的な組織

体制の確立などの提言がなされました。

資料の15ページから、提言を受けた公社の取

組がまとめられておりまして、理事会の構成を

民間団体中心から参画市町村中心へと変更した

ことなどが記載をされております。

20ページをお開きください。

エコプラザ問題に関する外部調査委員会委員

長コメントとこれを受けて行った公社の取組と

ございます。

外部調査委員会委員長の「今後、この最終報

告書を基に、関係機関において、損害賠償や処

分など、法的な解決に向けた取組がなされるこ
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とと考えております」とのコメントに係る公社

の取組が刑事、民事ごとにまとめられておりま

す。

24ページをお開きください。

民事訴訟の結果とその評価とございます。

昨年７月に確定した民事訴訟の判決内容、ま

た、26ページから36ページにかけましては、公

社が控訴を行ったことについてをはじめ、５つ

の事項につきまして公社としての評価がそれぞ

れまとめられてございます。

31ページをお開きください。

役職員の責任とございます。

平成13年度と平成15年度から17年度までの間、

公社に在籍した当問題に関係する役職員につき

まして、事実関係、判決及び調査委員会の指摘

に基づき、公社として責任の有無等をそれぞれ

判断し、いずれも懲戒処分相当とはしないとし

ておるところでございます。

最後になりますが、36ページをお開きくださ

い。

まとめでございます。

最後の段落にございますとおり、県民や地元

の皆様へおわびと関係者へのお礼の言葉で結ば

れておるところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○有山山村・木材振興課長 それでは、常任委

員会資料に戻っていただきまして、資料41ペー

ジをお開きください。

乾しいたけ品評会等について御報告いたしま

す。

品評会につきましては、生産者の技術向上等

を図ることを目的に、昭和31年以降、毎年開催

されておりますが、本年度は（１）のとおり、

去る４月に、日向市内で審査会が開かれ、審査

に当たっては、マスクの着用など、感染防止に

十分配慮して実施されたところです。

出品等の状況は、③の表のとおりでございま

すが、県内全域から箱物で49点、袋物で290点の

合計339点の出品がございまして、その中から、

優等など115点の入賞品が決定され、さらに、下

の④のとおり、個人の部と団体の部について特

別賞が決定されたところでございます。

その結果、アの個人の部では、農林水産大臣

賞として、五ヶ瀬町の甲斐和幸さんの箱物「ど

んこ」が、そのほか林野庁長官賞と宮崎県知事

賞についても、それぞれ表のとおり決定された

ところです。また、イの団体の部の優勝は五ヶ

瀬町となりました。

右ページの写真⑤が上位入賞品、⑥が審査会

の状況でございます。

次に、（２）品評会表彰式及び生産者大会につ

きましては、例年よりも時期を遅らせまして、

８月25日に宮崎市内で開催される予定です。

当日は、感染症対策を講じた上で、生産者及

び関係者が参加し、表彰式や研修会などを行う

予定と聞いてございます。県議会から丸山議長、

日髙委員長にも御臨席を賜る予定と伺っており

ますので、生産者の生産意欲高揚のため、ぜひ

ともどうぞよろしくお願いします。

最後に、（参考）乾しいたけの生産状況等であ

ります。

表には、近年の乾しいたけの生産量と平均価

格の推移を示してございますが、都市部での消

費落ち込みなどにより、厳しい状況が続いてご

ざいます。

また、本年の春子生産量は、表の下にありま

すように、暖冬による低温刺激不足等によりま

して、前年比１から２割程度の減となってござ

います。

新型コロナウイルス感染症の影響では、先ほ
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どの予算審議で申し上げたとおり、飲食店向け

の出荷減少がある一方で、生協等の宅配サービ

スの需要が増加しております。

以上が、その他報告事項に係る環境森林部か

らの説明でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○日髙委員長 説明が終了いたしました。

質疑は午後１時15分から再開させていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、午後１時15分再開と

します。

暫時休憩いたします。

午後０時11分休憩

午後１時12分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

その他報告事項について質疑はございません

でしょうか。

○有岡委員 31ページの川内川の濁りの関係で

す。この関係で国に、令和３年度に向けて要望

をしていかれるようですけれども、これは、石

灰石の中和水路が、試験の結果として効果的だ

ということで本格的に整備することが、今後の

最終的な目的と捉えていいのかどうか、そこら

辺をもう少し教えていただければありがたいと

思います。

○佐沢環境管理課長 実証試験をした結果、水

素イオン濃度を１程度上げて、沈殿域の出口ぐ

らいでｐＨ３程度にすれば、下流域では環境基

準が―具体的に言うと、長江橋以降は、下流

側は環境基準を全て達成できるという実証試験

の結果を得られましたので、その実証試験を基

本とした本格的施設を整備するということで、

協議会で取りまとめ、確認をいたしまして、本

格的な施設整備を目指すことにしております。

○有岡委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○窪薗委員 21ページからなんですが、環境森

林部関係の、ひなもり台等の指定管理を受ける

ための条件がいろいろございますけれども、今

現在指定管理を受けている２つの公益社団法人

以外に、指定管理者に応募するような機関が、

ほかにあるものか。

それと、これは随時なのか。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 環境森

林部におきましては、指定管理を実施するのは、

この４つの公の施設のみでございます。

○窪薗委員 いやいや、応募する団体ですよ。

今はこの２つの法人でしょう。それ以外に、応

募する団体とか、あるいは、そういった組織が

まだあるんですか。

○横山環境森林課長 先ほど御説明しました中

で、資格要件というのがございます。こちらに

合致する団体であれば、どちらでも応募は可能

でございます。

○窪薗委員 もちろんそうなんですが、公益社

団法人の森林林業協会と緑化推進機構が、今、

指定管理されていますよね。これ以外に、そう

いう団体があるのかなんですよ。条件は分かり

ますけど、応募団体が別にあるんですかという

ことです。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 かつて、

ひなもり台県民ふれあいの森につきましては、

第１期に宮崎県森林林業協会と小林のシルバー

人材センターが応募いたしました。そして、第

４期、平成27年からの分につきましては、宮崎

県森林林業協会と株式会社プチライフという福

岡県の企業が応募したということでございます。

最終的には、宮崎県森林林業協会が指定管理
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者として指定されたいきさつがございます。

○窪薗委員 これを運営する中で、こういうも

のは、いろんなノウハウなどが必要だと思うん

ですよ。ですから、そういったものをやっぱり

兼ね備えたところでないと、団体があったとし

ても、じゃ、小林のシルバー人材センターがそ

れを受けるかといったって、技術もノウハウも

ないわけだから、なかなか厳しい部分が出てく

ると思うんです。

ひなもり台もかなり来場者が多いということ

でうまくいっています。コロナ等が収まれば、

また、かなり増えてくると思いますので、そう

いったノウハウを持った人たちが、やはり中心

にやっていかないと、例えば芝の管理であった

り、いろんな建物の管理であったりが、なかな

かうまくいかないと思いますので、ちゃんと指

定管理されていくように、―ちゃんとしてい

けば、これは継続でもいいと思うんですよ。も

し、そういう団体が別にあればの話ですけれど

も、なければ、そういったものにやっぱりして

いかないといかんのかなという感じはしている

ところです。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 これか

ら募集をかけるという運びになりますが、応募

者の出された申請内容を、まず選定委員会、そ

して、県の選定会議においてしっかり審査を行

いまして決定することになります。

○窪薗委員 よろしくお願いします。

それともう一点、次の29ページの森林環境税

なんですが、これは、各市町村のグラフはない

んですか。あれば、資料で頂きたいんですが。

各自治体への交付金額が分かっていますよね。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 それは、

国の森林環境譲与税のほうでしょうか。

○窪薗委員 これは違うのか。これは宮崎県の

やな。これはまだ分かっていないんですか、各

自治体の額は。これは違いますね。個人と法人。

国のやつが自治体にまかれる部分になっている

んですよね。ちょっと質問が違いました。すみ

ません。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 国の森

林環境譲与税につきましては、譲与額がそれぞ

れ市町村に譲与されます。この29ページの宮崎

県森林環境税は、県の税でございますので、各

市町村ごとの税額は分かりますが、確定するの

が今年度は９月頃になります。

○窪薗委員 そういう意味ですね。どうもすみ

ません。

○髙橋委員 指定管理の関係で、利用料金を取

るところです。24ページの④で次期の利用料金

の設定があります。コロナの関係で少なくなる

だろうという想定なんでしょうけど、林業技術

センターが70万7,000円、５分の１以下ですよね。

令和元年の５分の１以下なんだけど、この設定

された根拠を教えていただくとありがたいです。

○橘木森林経営課長 利用料金収入につきまし

ては、研修者に働きかけて、研修受講者の方に

研修寮の利用をお願いしているところでござい

まして、公の施設の条例に基づいて、その利用

料金として１人当たり1,070円徴収することに

なっております。その金額をベースに、年間の

利用者数を掛け算いたしまして、70万7,000円と

いうことで計算しておりまして、具体的には660

人の宿泊者数で見込んだ数字でございます。

○髙橋委員 先ほど、説明がありましたね。研

修寮に泊まるのを義務化していないということ

だったから、それは分かりましたが、この利用

者というのは、やっぱり減る見込みで想定され

ているんですか。

○橘木森林経営課長 先ほど、環境森林課長の
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説明の中でも、義務づけをやめたというような

説明をいたしました。これにつきましては、実

は、この指定管理者が行う提案に基づく研修、

いわゆる主催研修というのがある。それとあと、

提案書の中には、提案にはなかったんですけれ

ども、自主的に、この指定管理者が利用者を集

めるために行う自主研修というものがございま

す。

それに加えまして、他団体が主催して行う研

修についても、この研修寮を、ここを利用する

際には利用できるということで、その研修寮の

運営そのものをお任せしているところでござい

ます。

先ほど申しました義務化をやめたといいます

のは、他団体が主催する研修についても、これ

までは、収入を上げるために宿泊をお願いして

いたんですけれども、特に日向地区とか近隣の

方が参加される研修について、やはり宿泊まで

は必要ないのではないかといったような御指摘

もございまして、それについては取りやめた経

緯がございます。

○髙橋委員 分かりました。

森林環境税で、もう１点だけ。県民意識調査

の考え方です。私は、この税を継続すべきだと

いう前提で申し上げますけれども、説明を聞き

ながら、これは、コロナ前の意識じゃないかな

と。コロナ後に、やっぱり想定されるのは、あ

れだけの財政出動をしたから、国民負担が想定

されますよね。だから、意識調査の結果は変わっ

てくるんじゃないかなと危惧しますが、その辺

のお考えをお尋ねします。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 委員御

指摘のとおり、これは、昨年の11月から12月に

かけて実施したアンケート調査の結果ですので、

コロナの被害拡大以前の結果でございます。そ

の後の意識の変化等についても、踏まえていく

べきかなと思っているところでございます。

○髙橋委員 今のところ、直接、この県の森林

環境税から支出は不可能ですけど、先ほどの新

規事業の、ワーケーション支援事業とか新しい

生活空間とかをやっぱり進めるという意味で、

今から森林に対するいろんな価値観をしっかり

県民に意識づけさせるためには、いろんな財源

が必要だからね。そこを丁寧に県民には説明い

ただいて、ぜひ継続いただくようにお願いした

いと思います。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 この県

の森林環境税につきましては、県民参加の森づ

くりを進めるというような目標がございますが、

一応、視点の中に、森林環境教育等がございま

すので、そのあたりを、今後、充実していけれ

ばと考えています。

○星原委員 森林環境税についてなんですが、

もともと我々林活議連がスタートでやった事業

で、今、この調査結果を見ると、使途等につい

ての評価が、県民は73％、企業では74％、継続

については、県民は74％、企業は79％、税額等

については県民は65％、企業は71％と、もう

ちょっとうまく使っているという評価があるの

かなと思ったところなんですが、４分の３ぐら

いでの評価になっているので、この数字に対し

てどういう形で評価されているのか。評価して

いないという人たちのそういう意見は結構出て

くるもんなんですか。

聞き方は、もうこれだけのことを聞いて、パ

ーセントをはじいているのか。こういう使い方

はできないかとか、税率が高いとか、もうちょっ

と云々とか、それぞれこの３項目についての県

民の意識というのはどういうふうに皆さん方は

捉えているんですか。



- 33 -

令和２年６月18日(木)

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 アンケ

ートでコメント等をいただいている中で、最近

災害が多いので、もっと災害が起こらないよう

な、災害を防止するような森づくりをしてもら

いたいとか、あるいは、森林ボランティア活動

をもっと手厚く支援していただきたいとか、い

ろんな個別の要望等は書いていただいていると

ころです。

この数字的なものは、もう単純に集計して足

し込んだものでございます。

今回で３回目のアンケート調査になるんです

が、前回と内容、数字的なものはあまり変わっ

ていないというような状況でございます。

○星原委員 あと、さっきもちょっと出たけど、

国の森林環境譲与税と、この県の森林環境税、

いろいろ県民からの声というか、何かそういっ

たものは出てきていないんですか。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 上手に

使い分けて健全な森づくりをしていただきたい

という意見はある一方で、国の譲与税について

県民に御存じですかということを聞いてみまし

たら、まだ７％しか認知されていないという結

果が出ておりましたので、そのあたりの普及啓

発も課題かなと考えているところでございます。

○星原委員 この県の森林環境税は大事なこと

なんで、県民がしっかり理解できるように、も

う少しパーセントが上がるように、また、いろ

んな工夫も考えていただきたいなと思います。

よろしくお願います。

○ 島みやざきの森林づくり推進室長 ありが

とうございます。今後、もっと理解が深まるよ

うに努めてまいりたいと思っておりますので、

どうか御指導よろしくお願いいたします。

○横田委員 大気、水質等の測定結果について

ですけれども、大気とか水質、ダイオキシン類

の測定をした結果、基準を超過した場合に、新

聞等のマスコミとかでそれを公表するのか。ま

た、そういうおそれがある場合とかに、注意喚

起するような公表をするのかどうかを教えてい

ただきたいんですけど。

○佐沢環境管理課長 大気につきましては、注

意報基準とか、警報という制度があります。こ

れは、全国統一です。そういう基準に達した場

合、そういう気候が続くようであると判断した

場合は、広く県民とかに注意喚起をいたします。

昨年、オキシダント注意報もこの制度で７地

域に発令いたしております。昭和45年頃には、

延岡地域に二酸化硫黄の注意報を発令した経験

もございます。

ダイオキシンにつきましては、環境基準とい

うのがあるんですけれども、注意報基準とかそ

こまではなっておりませんので、こういう測定

した結果は、大気は、特にリアルタイムでホー

ムページで公表しております。大体10分ぐらい

遅れで、リアルタイムで県民に分かるようにし

ております。

水質につきましては、環境基準をオーバーし

たとか、そういうことで、一回一回はそういう

広報はしておりません。１年の結果として委員

会に報告した後に、県民に広く知らせる。具体

的には、県庁のホームページでデータブックと

いうことで細かい数値も含めて公表をしており

ます。これはダイオキシンも含めてそのように

しております。

○横田委員 天気予報のときなんか、紫外線情

報とか、花粉の情報とか、火山灰の情報とか、

いつも流れるじゃないですか。すごく気にされ

ている方もおられると思いますので、毎日毎日

じゃなくてもいいと思うんですけれども、やっ

ぱり、ちょっと気をつけたほうがいいなとかい
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う状況になりつつあるときには、天気予報じゃ

なくてもいいですけど、何かで知らしめるよう

な、そういったことをしてもらうといいなと思

います。

○佐沢環境管理課長 昨年の注意報もそうなん

ですけれども、注意報、警報発令する場合は、

県の危機管理のメールサービスとか、マスコミ

にも流しますし、エリアメールとかそういうの

を使って、テレビでも報道されると思います。

そういう健康に危機があるかもしれないとい

うことは、もうリアルタイムに県民にお知らせ

をする体制を取っております。

○横田委員 お願いします。

○日髙委員長 そのほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 その他で何かありますでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐野環境森林部長 先ほど、有岡委員から、

長江川の件で御質問がありましたけれども、

ちょっとその補足をさせていただきたいと思い

ます。

硫黄山の河川白濁対策については、硫黄山が

噴火した平成30年以降取組を進めているところ

で、もう御承知だとは思うんですけれども、そ

の際には、今の施設ではなくて、もっと簡単な

実験装置みたいなのを現場でやって効果を確か

めて、それで効果が得られるだろうということ

で、昨年度に現在のような水路を設けて、ああ

いう狭い場所で、なおかつ、できるだけ早く、

自然公園内で改善効果を成し遂げるには、１ぐ

らいしか上げられないだろうということで、水

素イオン濃度を１ぐらい上げるような効果を目

指して実験を進めてきまして、その実験効果は

昨年度を通して確認はできたと。

ただ、こういう対策でそういう効果が得られ

ることが分かりましたので、協議会のほうで、

実証試験に基づいた、その延長線上にある本格

的な施設、今は仮設に近いような長期的な使用

に耐えられないような状況でありますので、そ

ういう意味で本格的な施設を造るということで、

それを目指す。

ただ、それでも費用がかかりますので、その

経費については国に要望していこうという考え

方であります。

本年の運用としては、中和水路を補修しなが

ら、取水期間中運用して、効果を得ようという

考え方で取り組んでおります。

実際に、元の水質が、平成30年当初ぐらいは

ｐＨが1.6ぐらいだったと思いますが、今は2.5

ぐらいありますので、もともとの水質のそのも

のが改善されているという状況がございます。

ただ、今後どういった形で変化をもたらすか

も分かりませんので、そういう場合については、

農政サイドで、水門がｐＨ等に反応して自動開

閉するという装置も下流域ではできていますの

で、そういったものを併せながら、農業利用で

きるような運用をしている形になっております。

自然相手の装置でありますので、完全な効果

がなかなか、全てを改善できる状況にはなりま

せんけれども、県としては、そういったものを

本格的な形として造ることを目的に、今、動い

ている状況でございます。

○日髙委員長 ありがとうございました。

それでは、以上をもって、環境森林部を終了

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時38分休憩
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午後１時46分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

○大久津農政水産部長 農政水産部でございま

す。よろしくお願いいたします。

まず初めにおわびを申し上げたいと思います。

先般、農政水産部の職員が逮捕されるという誠

に残念な事件が起きました。特に、新型コロナ

ウイルス感染症対策に県を挙げて取り組んでい

る中で、このような事件が起きましたことにつ

いては誠に遺憾でございます。これまでも職員

の服務規律の徹底に努めてまいりましたが、今

後、より一層の徹底を図り、再発防止に努めた

いと思っております。大変申し訳ございません

でした。

次に、お礼を申し上げたいと思います。宮崎

牛やマンゴー、地頭鶏やコチョウランなど、コ

ロナ禍におきます販売環境も大変厳しい農畜水

産物の応援消費につきまして、県議会の皆様を

はじめ、関係機関、団体、企業等の皆様方から

多大なる御協力をいただいておりまして、この

場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。

生産者の皆様をはじめ、関係団体等からも、

応援消費につきましては、他県と比べてもより

多くのいろいろな御支援をいただいたというこ

とで、いわゆるオールみやざきでの取組に強く

励まされたと。また、丹精込めて生産したもの

が出荷でき、そして、県内外での多くの方々に

食べていただいたりということで、何よりもそ

れが大きな喜びであったというような感謝の言

葉を私も承っておるところでございます。

まだまだ厳しい状況が今後も続くと懸念され

ますので、引き続き御支援方賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料の表紙

をめくっていただきまして、目次を御覧いただ

きたいと思います。

本日は、農政水産部から６月定例県議会提出

議案が１件、同じく提出報告が３件、その他報

告事項が６件でございます。

まず、資料の１ページを御覧ください。

予算議案の議案第１号「令和２年度宮崎県一

般会計補正予算（第４号）」について御説明いた

します。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策や国

庫補助決定に伴う補正をお願いするものでござ

います。

令和２年度歳出予算課別集計表の中ほど、Ｂ

列の合計の欄にありますように、15億4,856

万8,000円の増額補正をお願いするものでありま

す。そのうち、新型コロナウイルス感染症対策

につきましては、横の14億7,473万7,000円となっ

ております。この結果、農政水産部全体の補正

後の予算額は、Ｃ欄の補正後の額の列の一番下、

部の合計欄にありますとおり465億703万9,000円

となります。補正内容の詳細につきましては、

後ほど関係課長から説明させていただきます。

次に、２ページを御覧いただきたいと思いま

す。

（２）繰越明許費についてであります。公共

農村総合整備対策事業など５事業で８億9,600万

円の繰越しをお願いするものであります。これ

は、工法の検討等に日時を要したことによるも

のなどの理由によるものでございます。

続きまして、議会提出報告につきましては、22

ページから24ページに記載しておりますけれど

も、損害賠償額を定めたことについて、令和元

年度宮崎県繰越明許費繰越計算書及び令和元年
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度宮崎県事故繰越し繰越計算書の３件について

御報告をさせていただきます。

最後に、26ページからのその他報告事項につ

いてでありますが、第八次宮崎県農業・農村振

興長期計画における長期ビジョン案について、

そして、第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計

画における長期ビジョン案についてなど、６項

目を上げております。これらの詳細な内容につ

きましても、後ほど関係課・室長から説明させ

ていただきます。本日は、どうぞよろしくお願

いいたします。

私からは以上でございます。

○殿所農政企画課長 常任委員会資料の３ペー

ジを御覧ください。

新型コロナウイルス感染症による農畜水産業

への影響と対策について説明いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、

牛肉や花卉等を中心に、価格低下や出荷量の減

少が見られ、農政水産部の試算では、３月から

４月の２か月間で約57億3,000万円の影響が生じ

ております。

なお、影響額の試算につきましては、点線の

枠内に記載しておりますように、３月から４月

の時点で、価格低下や出荷量減少等の影響が見

られる主要な品目について、ヒアリングや統計

データ等をベースに、前年同月比の累計として

算出したものであります。

それでは、１、影響について説明いたします。

（１）消費・市場価格につきましては、①農

産物では、花卉、マンゴー、冷凍野菜などに影

響が生じております。コチョウランにつきまし

ては、図１の価格推移にありますように、緊急

事態宣言以降、価格が低下しております。現在

は、都市圏の小売店需要が動き始めつつありま

すが、ブライダルや葬儀等の業務需要はいまだ

低く、コチョウランや菊などへの影響は続いて

おります。影響額としては、花卉、野菜、果樹

で約６億9,000万円の減少になると試算しており

ます。

次に、②畜産物では、牛肉や地頭鶏といった

高価格帯の食肉を中心に、在庫量が増加してい

ることに加え、牛肉については、図２、図３に

もありますように、枝肉や子牛の価格が前年に

比べて２割から３割ほど低下しております。現

在の枝肉価格は連休明けから若干持ち直してお

ります。子牛価格についても持ち直し傾向には

ありますが、引き続き注視していく必要があり

ます。影響額としては、肉用牛で約43億5,000万

円の減少になると試算しております。

次のページをお開きください。

③水産物では、ブリ類等の養殖魚やマグロ等

の高級魚で影響が生じておりまして、図４にあ

りますように、県全体で約50万尾の養殖魚の出

荷滞留が発生しております。影響額としては、

養殖業とマグロはえ縄漁業で約６億9,000万円の

減少になると試算しております。

次に、（２）輸出につきましては、牛肉は輸出

量が減少し、養殖ブリはほぼ取引が中断してお

ります。

（３）外国人材の確保につきましては、農業、

水産業において、新たに受入れを予定していた

技能実習生等が入国できず、在留期間の延長や

減員体制で操業している経営体があります。

（４）農泊につきましては、団体旅行を中心

に、２月以降、555人分の予約がキャンセルとなっ

ている状況です。

続きまして、２、主な対策について説明いた

します。

（１）応援消費につきましては、①にありま

すように、県議会をはじめ、県の本庁を中心に、
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牛肉などの応援消費キャンペーンを実施し、こ

れまでに約1,500万円を超える販売実績となって

おります。

②の県産食材の学校給食への提供につきまし

ては、５月15日から県産牛肉の提供を開始した

ところでありますが、６月９日には農業団体に

よるマンゴーの提供も開始いたしました。今後

は、地鶏肉、水産物、地域特産物にも拡大して

いくことを考えております。

また、③の販売拡大への支援につきましても、

送料助成やプレゼント企画等に取り組んでいる

ところであります。

（２）福祉・医療分野への支援につきまして

は、医療現場に対する防護服等の提供や、ＪＡ

グループと連携して、指定医療機関や保健所等

に対する花苗や日向夏ジュースの贈呈を実施し

ております。

次のページをお開きください。

（３）生産者経営支援につきましては、国の

支援対策に加えまして、県独自の支援を実施し

ており、①経営安定・資金融資では、無利子融

資枠を農業分野で拡充、水産分野で新設して行っ

ております。

②生産・流通支援では、マンゴー等の次期作

に向けた支援や流通保管等の掛かり増し経費等

についての支援に取り組んでおります。

（４）情報発信につきましては、県や農林水

産省に加え、他省庁も含めた支援を生産者の方

々に分かりやすく周知するため、県庁ホームペ

ージに、農畜水産業者向けの情報ページを新設

するとともに、下のほうにサンプルを掲載して

おりますが、農・畜・水産業者ごとに支援策を

まとめたリーフレットを作成、配布していると

ころでございます。

次のページの３、新型コロナウイルス感染症

に係る緊急経済対策では、部としての対策の全

体像を記載しております。

農政水産部としましては、生産現場の声をお

聞きした上で、一番上の枠にありますように、

１、「生産者を守る」、２、「消費・販売を活性

化する」、３、「ピンチを発展につなげる」といっ

た、３つの視点で、国の対策の活用、連動とと

もに、国の対策では対象にならない品目や項目

への対応など、本県農畜水産業の特色やバラン

スを考慮して対策を講じております。

４月の補正では、１の「生産者を守る」とい

う視点に重点を置きつつ、２の「消費・販売を

活性化する」の対策に取り組むこととしたとこ

ろでありますが、今回の６月補正では、２、３

を中心に、太線の矢印で囲んで、【６月】と記載

しております９つの事業をお願いすることとし

ております。

農政企画課からは以上です。

○愛甲農業連携推進課長 農業連携推進課でご

ざいます。

歳出予算説明資料の69ページをお開きくださ

い。

当課の６月補正額は、一般会計のみで４

億1,491万7,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３番目の欄の

とおり、27億3,972万4,000円となります。

今回、当課からは３つの事業を要求しており

ますが、これらの事業内容につきましては、お

手元の常任委員会資料で御説明いたします。

それでは、資料の10ページをお開きください。

県産農畜水産物応援消費推進事業でございま

す。

本事業は、４月補正で予算化しました事業を

拡充するもので、内容につきましては、右のポ

ンチ絵で説明いたします。
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まず、１の地産地消応援消費対策であります

が、左側の学校給食への支援では、４月補正で

予算化しました和牛肉に加え、６月補正では、

新たに地鶏肉や水産物、さらには地域特産物を

追加し、幅広い品目の提供を行いますとともに、

児童生徒たちに、提供する食材に関する食育等

を行うこととしております。

また、中央の地域応援活動への支援では、市

町村や各種団体等が独自に企画立案する応援消

費への取組に対する支援を、右側の消費拡大企

画の実施では、新しい生活様式に対応した形で、

県民向けの応援消費イベントの開催に向けた支

援を考えております。

次に、２の販売拡大対策では、左側の４月補

正で予算化しましたお届けキャンペーンの実施

に加え、６月補正では、右側の消費拡大フェア

等への支援により、各種飲食店等を通して、県

産物の販売拡大を図ることとしたところであり、

これらの取組を総合的に実施しながら、本県農

畜水産物の消費及び販売の回復・拡大につなげ

てまいります。

10ページに戻っていただきまして、予算額は、

６月補正分としまして３億8,769万7,000円をお

願いしているところでございます。

続きまして、12ページの配食ニーズ等に対応

した新たなビジネスモデル構築事業でございま

す。

本事業の目的は、新型コロナウイルス感染症

の影響で増加している巣籠もり需要に対応した

宅食やミールキットが、コロナ収束後も定着・

拡大すると予想されますことから、県内外の配

食事業者と連携した商品開発や消費者への直売

の仕組みづくりに取り組むことで、新たなビジ

ネスモデルの構築を図るものでございます。

事業内容につきましては、右のポンチ絵を御

覧ください。

中段の取組にありますとおり、仕組みとしま

しては、産地に卸売市場等による産地商社を設

置し、本県農畜水産物や加工品等の集約・調整

機能を持たせることで、配食事業者への食材の

安定供給や県産品を使用した商品・メニューの

開発を支援し、配食業界での宮崎フェア等を仕

掛けながら、消費者等へのテスト販売を行うこ

ととしております。また、直送ニーズにも対応

した農畜水産物等のセット商品の開発や供給の

仕組みづくりにも取り組み、持続的に稼げる新

たなビジネスにつなげたいと考えております。

12ページに戻っていただき、予算額は782万円

を予定しております。

続きまして、資料の14ページの輸出ニーズ対

応型産地づくり強化事業でございます。

本事業は、新型コロナウイルス感染症が収束

した後の停滞している本県輸出の回復及びさら

なる成長を図るため、新たな輸出ニーズに対応

した産地づくり等を支援するものでございます。

事業内容につきましては、右のポンチ絵を御

覧ください。

中段の対策にありますとおり、①の輸出促進

コーディネーター活動支援事業では、主要な輸

出国に配置しているコーディネーターを有効に

活用し、アフターコロナを見据えたマーケット

調査や輸出パートナーの調査と調整等を行い、

販路開拓や販売促進に向けた営業活動等を展開

することとし、また、②の輸出対応型産地育成

支援事業では、国内の輸出事業者等に対し、輸

出先のニーズに即した新商品開発や規制等を踏

まえた産地の育成などの取組を支援することと

しております。これらの取組により、停滞して

いる輸出の再開準備をしっかりと進め、収束後

は、他部局との連携の下、食や観光の分野を超
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えたオールみやざきによる効果的なプロモー

ションを行うことで、本県の輸出を再び成長軌

道に乗せたいと考えております。

14ページに戻っていただき、予算額は1,940万

円を予定しております。

以上でございます。

○東農業経営支援課長 農業経営支援課でござ

います。

歳出予算説明資料に戻っていただきまして、73

ページをお開きください。

当課の６月補正額は、一般会計で１億1,506

万4,000円の増額をお願いしております。その結

果、補正後の歳出予算額は、右から３番目の欄

にありますように51億9,867万円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

75ページをお開きください。

ページ上段の（事項）農業経営改善総合対策

費の１、産地・人づくり強化事業200万円の増額

についてであります。

これは、ハウスの環境モニタリング装置など、

先端技術を取り入れた新たな営農技術体系を検

討する取組を支援するものです。

次に、中ほどの（事項）担い手育成総合対策

事業費の１、新規事業、みやざき農水産就業緊

急対策事業につきましては、後ほど、常任委員

会資料で御説明いたします。

次に、下段の（事項）農産物高品位生産指導

対策費の１、農薬防除等生産技術高度化推進事

業191万4,000円の増額であります。

これは、サツマイモ基腐病に効果のある農薬

の登録に必要な作物残留試験等を実施するもの

です。

それでは、常任委員会資料の16ページをお開

きください。

みやざき農水産就業緊急対策事業でございま

す。

まず、１の事業目的・背景にありますように、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇い止

め者等の農水産業での就業を促進するため、受

入れ体制の強化を支援しますとともに、援農や

就農に向けた技術習得に必要な環境を整備する

ものでございます。

具体的には、右側のポンチ絵を御覧ください。

農業分野について御説明いたします。

中ほどの対応にありますとおり、①のお試し

就農等緊急雇用促進事業で、就農相談会を通じ

た就農希望者と農家とのマッチングを行います

とともに、お試し就農の受入れ枠を40名から80

名に拡大することにより、就農の促進につなげ

たいと考えております。

②の農業大学校援農・就農研修環境整備事業

では、農業大学校生が行うインターシップ等を

通じた援農や、卒業後の就農に向けた技術習得

に必要な機械等を整備いたします。

なお、③の漁業就業受け皿づくり推進事業に

つきましては、後ほど漁村振興課より御説明い

たします。

農業経営支援課は以上でございます。よろし

くお願いします。

○坂本漁村振興課長 漁村振興課でございます。

引き続き、みやざき農水産就業緊急対策事業の

水産分野について御説明いたします。

常任委員会資料の17ページ下段を御覧くださ

い。

③の漁業就業受け皿づくり推進事業では、就

業希望者のニーズに応じた研修が実施できるよ

う、漁業種類や地域別の研修先漁家のさらなる

掘り起こしを行うこととしております。また、

就業体験が行える１週間程度の短期研修の受入
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れ枠を拡大するとともに、１か月程度の中期研

修の新設により、漁業種類や就業地域の見極め、

実践的な技術習得を図るなど、受入れ体制の強

化を支援し、新規就業の促進につなげたいと考

えております。

16ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますとおり、本事業の予算額は、

農業分野と水産分野を合わせて１億1,5 4 0

万4,000円、事業期間は令和２年度を予定してお

ります。

説明は以上でございます。

○柳田農産園芸課長 農産園芸課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の77ページをお開

きください。

当課の６月補正額は、一般会計のみで４

億6,300万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、６月補正後の予算額は、右か

ら３番目の欄でありますが、40億7,228万3,000

円となります。

それでは、内容について御説明します。

79ページをお開きください。

（事項）強い産地づくり対策事業費の新規事

業、加工・業務用野菜供給力強化事業でござい

ます。

これは、農産物の高品質化や高付加価値化な

どの生産条件の整備による産地活動の強化を図

るため、新型コロナウイルス感染症に関する国

の緊急対策を活用しまして、ホウレンソウの冷

凍冷蔵施設の整備を支援するものでございます。

説明は以上でございます。

○福井水産政策課長 水産政策課でございます。

引き続き、歳出予算説明資料の81ページをお

開きください。

当課の６月補正予算額は、一般会計で４

億3,215万9,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、６月補正後の一般会計の予算

額は、右から３番目の欄にありますように18

億623万6,000円、特別会計を合わせた全体の予

算額は20億9,336万9,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

83ページをお開きください。

（事項）水産物流通加工対策費の１、新規事

業、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設

整備事業におきまして４億3,015万9,000円の増

額をお願いしております。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、国内需要が減退し、高級魚や養殖魚を中心

に魚価が下落するとともに、輸出では、養殖ブ

リの出荷が２月以降停止し、養殖水産物等が滞

留してきております。このため、収束後、早期

に輸出を回復させるため、本事業により、輸出

国のマーケットニーズの変化や、食品衛生等の

規制に対応する施設及び体制整備に要する経費

を水産加工業者に支援することとしております。

次に、（事項）地域漁業経営改革対策費の１、

改善事業、農水産業における外国人材の定着促

進事業であります。

事業内容につきましては、常任委員会資料で

御説明いたします。

常任委員会資料の18ページをお開きください。

１の事業の目的・背景にありますとおり、外

国人材の受入れが進んでいる漁業分野において、

新型コロナウイルス感染症の影響により、外国

人材を確保できない漁業経営体の追加的な費用

を支援することで、外国人材の円滑な受入れを

図るものでございます。

19ページを御覧ください。

ポンチ絵にありますとおり、国の事業では、

１、他分野からの転職支援や、２、雇用継続の
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支援を実施することとしておりますが、下段に

ありますように、県では、これらの国の対策と

併せて、外国人材を受け入れる際の入国後の経

過観察期間に伴う待機に係る経費や、公共交通

機関の利用自粛に伴う送迎に係る経費など、漁

業経営体が負担せざるを得ない追加的な費用を

支援することで、総合的に本県漁業分野におけ

る外国人材確保及び漁業生産力の向上を目指す

ものでございます。

18ページに戻っていただきまして、２、事業

の概要の（１）予算額は200万円をお願いしてお

ります。

水産政策課は以上でございます。

○河野畜産振興課長 畜産振興課でございます。

お手元の歳出予算説明資料に戻っていただき

まして89ページをお開きください。

畜産振興課の６月補正額は、4,925万3,000円

の増額補正をお願いしております。その結果、

補正後の予算額は、右から３列目ですが、58

億9,265万7,000円となります。

それでは、その内容について御説明いたしま

す。

91ページをお開きください。

５段目の（事項）肉用牛生産対策費の新規事

業、肉用牛肥育経営への影響緩和対策事業です

が、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対

策に伴う補正で2,603万9,000円の増額でござい

ます。

詳細につきましては、後ほど、別冊の常任委

員会資料で御説明いたします。

次に、（事項）食肉鶏卵流通対策費の新規事業、

食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備

事業ですが、新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急対策に伴う補正で、2,321万4,000円の増

額でございます。

この事業は、感染症拡大による輸出先の食肉

等のマーケットニーズの変化に対応するため、

ＨＡＣＣＰ基準を満たした加工施設において、

家庭消費向けの畜産加工品の製造機械等の整備

により、品質や衛生管理体制の強化を行い、新

たな輸出先の確保と加工品の輸出拡大を図るも

のであります。

次に、別冊の常任委員会資料の20ページをお

開きください。

肉用牛肥育経営への影響緩和対策事業であり

ます。

１の事業の目的・背景ですが、本事業は、和

牛肉価格の下落が肥育経営を圧迫し、その影響

で子牛価格も低下している状況において、緊急

的に肥育経営の体質強化を図る国の支援事業に、

県内全ての肥育農家が迅速かつ円滑に取り組む

ため、経営分析のシステム化や分析機関の機能

向上を図るものであります。

事業内容は、右の21ページを御覧ください。

中段の左にありますとおり、国の支援事業は、

肥育経営の体質強化に資する５つの取組メニュ

ーから２つ以上の取組に対し、出荷頭数１頭当

たり２万円が、また、３つ以上の取組に対し、

価格の低下に応じて４万円、５万円が交付され

ます。

そこで、県は肥育農家に対し、丸囲みの３つ

の取組メニューを推奨するため、分析機関の体

制整備を緊急的に実施し、今後、厳しい経営状

況の早期把握と立て直し、宮崎牛のさらなる改

良と品質向上の取組の加速化につなげまして、

競争力のある肉用牛産地の確立に努めてまいり

ます。

20ページにお戻りいただき、２の事業概要で

ありますが、予算額は2,603万9,000円、事業期

間は令和２年度を予定しております。
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説明は以上であります。

○丸本家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課でご

ざいます。

お手元の歳出予算説明資料の93ページをお開

きください。

家畜防疫対策課の６月補正額は、6,991万7,000

円の増額補正をお願いしております。その結果、

補正後の予算額は、右から３列目ですが、５億412

万3,000円となります。

それでは、その内容について御説明いたしま

す。

95ページをお開きください。

５段目、（事項）家畜防疫対策費の次世代の畜

産を守る家畜防疫対策事業で、国庫補助決定に

伴う補正で6,991万7,000円の増額でございます。

現在、豚熱やアフリカ豚熱が国内外で流行し、

県内への侵入リスクが高まっている状況にあり、

養豚場での防疫レベルを緊急的に向上させる必

要があることから、車両消毒装置や防鳥ネット

等の導入を推進することとしております。また、

養豚場や野生動物の監視体制をより強化するた

め、家畜保健衛生所に遺伝子検査用のＰＣＲ機

器や血液測定装置を導入するものであります。

家畜防疫対策課からの説明は以上です。

○日髙委員長 執行部の説明が終了しました。

議案について質疑はありませんでしょうか。

○窪薗委員 今、説明を受けました20ページの

肉用牛肥育経営への影響緩和対策事業ですが、

マルキンの関係なんですけど、これは今、どう

いう状況なんでしょうか。

○河野畜産振興課長 マルキンの状況というこ

とでよろしいでしょうか。

○窪薗委員 これとはちょっと違いますけど、

関連で。

○河野畜産振興課長 マルキン事業につきまし

ては、２月に交付が行われまして、今、３月出

荷分の交付の発動がされておりますが、３月分

についても、せんだって17万数千円の交付金が

発動ということで出ております。

○窪薗委員 ２月分ですか。

○河野畜産振興課長 ３月出荷分です。それと

４月出荷分も二十数万円、発動ということで出

ております。

○窪薗委員 もう決まっていますか。

○河野畜産振興課長 決定しております。

○窪薗委員 20万円程度ですか。

○河野畜産振興課長 ４月出荷分で６月支払い

分でございますが、概算払いで23万1,965円です。

○窪薗委員 それで、国の支援で、これは肥育

生産支援事業なんですが、３つ以上条件をクリ

アしたら４万円と５万円が出ますよということ

なんですけど、それぞれ別ということでよろし

いんですか。どういうふうになるんですか。

○河野畜産振興課長 ３つ以上に取り組んだ場

合は、そこにありますように、価格の下落に応

じて、出荷頭数１頭当たり４万円と５万円とい

うことで、この２万円というのは、２つ以上取

り組んだ場合に２万円ということで、別々でご

ざいます。

○窪薗委員 別々なんですが、宮崎県の場合は、

ほとんどこの３つ以上の条件に当てはまると思

うんです。この部分については、今の基金の関

係プラス、例えば４月分の６月払いの23万1,965

円に、この４万円なら４万円という国の支援の

分がプラスされる、そういう解釈でいいんです

か。

○河野畜産振興課長 今、委員の言われる解釈

でよろしいです。

○日髙委員長 関連でありますか。

○横田委員 ３つ以上の４万円とか５万円、こ
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れの基準になる価格は県の平均なんですか。

○河野畜産振興課長 これは、県の平均ではな

くて、全国平均をａｌｉｃが出すことになって

おります。中央市場の10市場の平均価格という

ことになっております。

○横田委員 製品価格と、出荷した１頭１頭の

差額ということなのか。

○河野畜産振興課長 全体の全国平均の10市場

の枝肉価格が、対前年度の同月の比較して30％

低下した場合は４万円、40％低下した場合は５

万円ということでございます。

○横田委員 出荷牛全頭にそれが出ているとい

うことですね。

○河野畜産振興課長 はい。

○横田委員 それと、経営分析とかを、今やっ

ている割合はどれぐらいになるもんなんですか。

今、すごく大規模化しているから、もうほとん

ど経営分析とかをしているのかなとは理解して

いたんですけど。

○河野畜産振興課長 肥育経営の経営分析につ

きましては、畜特資金とかを借受けされたりし

て、それで分析される場合もございますが、今、

畜産協会等で経営診断をしておりますけれども、

畜産協会については、繁殖経営については診断

分析システムがあるんですが、肥育経営につい

ては、それがございません。

ですから、現在、そういう肥育農家の方々で

もし個別に経営診断をされていれば、このメニュ

ーはクリアということになるんですが、そうい

う方が皆さんいらっしゃるかというと、そうで

はないもんですから、しっかりとこの部分につ

いては、そういう協会等で分析診断のシステム

化をしまして、県内500戸いらっしゃいますので、

今年度中に、早急にその分析をするということ

で取り組みたいと思っております。

○星原委員 14ページ、15ページの、農業連携

推進課から話のありましたこの輸出の関係なん

ですが、まだ、今のところどこの国がというの

は。今のところベトナムとか上がってきていま

すけど、こういう輸出促進コーディネーターと

いうことで、香港、台湾、上海、北米、シンガ

ポール、いろいろあるんですが、今、そういう

ところ向けに、こういうコーディネーターは置

いているんですか。

○愛甲農業連携推進課長 主要な輸出先国別に

輸出促進コーディネーターを配置させていただ

いております。現在、６か国に配置させていた

だいております。

こういうコロナ云々がなければ、従来は、地

元の輸出に関するいろんな情報を収集していた

だくとともに、向こうの事業者等と調整をして

いただきながら、輸出拡大に向けたいろんな取

組をしてもらうところでございますが、今回、

この事業で計上させていただいたのは、全世界

において、やはりコロナの影響を非常に受けて

いる中で、日本もそうなんですけれども、アフ

ターコロナといったときに、新しい生活様式と

いうものが生まれるんじゃないか。諸外国にお

いても、コロナの影響によって、いろんな様式

が変わってくるのではないかと思っていまして、

現在、配置させていただいておりますコーディ

ネーターをうまく活用して、各国ごとのそうい

う情報を適切に収集しながら、今後の輸出に向

けた戦略を再構築していくというようなことで、

計上させていただいたところでございます。

○星原委員 今言われたみたいなことは、これ

までも継続してやってきていましたよね、輸出

に向けての。それが、今度コロナの予算が国か

ら来たのを、新規の県単で、こういう形で使っ

てだろうとは思うんですけど、解禁になったと
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きに、どういったものをどういうふうにしてい

くかという、そういう戦略はちゃんと立ててあ

るんですか。

○愛甲農業連携推進課長 コロナ収束後に向け

ての戦略を具体的に構築するために配置させて

いただいているということなんですが、委員が

おっしゃるように、従来からいろんな情報収集

のための活動もしていただいているところなん

ですけれども、もともと契約の内容が、コロナ

云々の話とは別の形で契約を結んでいる関係も

ありますから、プラスアルファで業務をお願い

するというような形で事業化したところでござ

います。

○星原委員 どっちにしても、こういう形でコ

ロナの影響が出ている中で、いかに農家の所得

なり、生産意欲を高めるには、やっぱりそれだ

けの販路がちゃんと見つからないと駄目だと思

うんで、やっぱりその辺に力を入れていただい

て、後半になるのか、いつになるのか、我々も

まだ先が読めないような状況なんですけど、そ

の時点で、ほかの都道府県に負けないだけの情

報収集とか、販路開拓とかを、今の時点でぴしっ

とやっとってもらえると、そういう方向が出る

のかなと思いますので、よろしくお願いします。

○有岡委員 関連でちょっと教えていただきた

いんですが、15ページの輸出促進のコーディネ

ーターの活動先の中に、上海がありますが、中

国本土に向けて和牛等が輸出される可能性があ

るというふうな御意見があったんです。現在、

この上海等でも、つながりというんでしょうか、

そういった動きがあるのかどうか、そこ辺、何

か情報がもしあれば教えていただけると。シン

ガポールとかＥＵは当然これから増えていくん

でしょうけど、何かありましたら。答えられる

範囲で結構です。

○愛甲農業連携推進課長 上海につきましては、

例えば、私ども農政水産部におきましては、農

畜水産物の輸出という形になりますので、中国

に対して輸出する品目というのは、今はなかな

かない状況にございます。どちらかというと、

加工品関係、そういったものが中心になるかと

思います。

○有岡委員 ありがとうございます。

○髙橋委員 14、15ページに限らずなんですけ

ど、先ほども環境森林部で申し上げたんですが、

※豚で言えば、ブラジルが輸出多いじゃないです

か。今朝、ニュースでやっていましたけど、今、

ブラジルはコロナで大混乱です。だから、輸出

コストがかなり上がっていて、今、日本国内に

入っている※豚肉が、ちょっと価格が上がってい

て、これは青果物だってそうらしいです。果物

とかも。やっぱりこういうときに配食ニーズに

関連してくると思うんですけど、国内の市場を

しっかり先取りして、輸入物と国内産の価格差

が、しばらく縮まってくると思うんです。そう

いったところを見据えた戦略をしっかり。いい

タイミングで事業が連携するんじゃないかと思

うんで、そこのところをしっかり研究していた

だいて、市場調査とかをしっかりやっていただ

くといいのかなと思っています。これ牛もそう

ですね。今朝のニュースでたまたま言っていた

もんですから、よろしくお願いします。

○愛甲農業連携推進課長 委員のおっしゃると

おり、コロナ対策でいろんな様式が変わってく

るかなと思っております。そういう中で、輸出

にしても、あるいは国内の流通にしても、新し

い生活様式に合うような宮崎県ならではの取り

組みを推進していきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

※59ページに訂正発言あり
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○窪薗委員 ちょっとお伺いしたいと思います

が、10ページ、11ページの応援消費推進事業の

話なんですが、この前、牛肉、それから鶏、花、

それぞれ消費拡大応援キャンペーンがあったん

ですけれども。例えば、牛肉の場合なんか、４

等級、５等級の牛肉を、通常5,000円を3,000

円、3,500円というようなことだったわけですけ

れども、これの負担の割合とか、そういうのは

どういう形だったんでしょうか。例えば、経済

連さんが幾ら持ってとか、県の持ち出しが幾ら

あったとか、１パックについてです。3,500円と

いうお金の単価についての割り振りといいます

か、どういった感じだったんですか。

○河野畜産振興課長 詳細はちょっと持ち合わ

せていないんですけれども、この前は500グラム

の肉のパックを応援消費という形でミヤチクか

ら提供をしていただいたんですが、私どもが聞

いておりますのは、肉についてはミヤチクのほ

うで対応するんですけれども、この前の応援消

費では、送料については、3,500円の中に込みと

いうことになっておりますが、経済連のほうで

肉の送料については見られたというふうに聞い

ております。

○松田みやざきブランド推進室長 牛肉に関し

まして、今、畜産振興課長から回答しましたけ

れども、委員おっしゃいました10ページ、11ペ

ージのところの事業に絡むお肉のお届け、マン

ゴーのお届けに関しましては、県の事業では、

送料を県が負担する形で行っています。それは、

今、申し上げたとおり、お肉、マンゴーを送り

届けるための送料を経済連が負担されていたと。

そこに県の事業を活用して、一定の補塡をした

というのが事業のスキームでございます。

○窪薗委員 負担した分については、この応援

消費推進事業の予算を利用されたんですか。元

々あったわけじゃないでしょう。

○松田みやざきブランド推進室長 この送料助

成は、元々あったわけではございません。こう

いう状況の中で、経済連をはじめ、そういった

団体が自ら負担して、消費拡大していくんだと

いう努力に、県の事業を活用しまして、一体と

なって取り組んだということでございます。

○窪薗委員 分かりました。それで、この後に

実は小林地区農協が、これにもう1,000円上乗せ

しまして、2,500円で、送料込みで注文を取った

んです、予定量１万パック。ところが、あまり

多過ぎて、２万5,000パックになったということ

で、持ち出しが非常に大きかったというような

話を聞いたんですが、そういった各ＪＡでも取

り組み方がそれぞれ違う。やっぱり基盤が大き

いところはそういうことができるんですが、小

さいところになると、そういったところまでな

かなか手が、お金が回らない状況だろうと思う

んです。小林辺りはかなり出荷頭数も、年間で

多いですから、そういった体力もあるからでき

たんだろうと思うんですけど、小さいところは

なかなか厳しいなという気持ちもあるんですが、

まだ、収束したわけじゃないし、まだ、２弾、

３弾があると思うんです。もし次にされるとき

には、その辺りも―恐らく小林農協もそんな

に何回もできんと思うから、また、そういった

もし送料なり何なり、やっぱり事業にのせてい

ただいてということが可能であれば、お願いし

たいなと思っております。というのは、11ペー

ジのひなた農畜水産物お届けキャンペーン実施

というのがありますけれども、県外向けの消費

促進をやっぱりこの機会にやらないと、宮崎の

ブランドがいつまでも広がらないような気がす

るんです。ですから、これを広げるためにも、

こういう機会を捉えて、やっぱり県外向けにも、
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一般の方にも申し込んでいただくというような

方法を、ＪＡならＪＡの組合員だけでも結構で

すから、また広がっていきますし、そういった

方法も考えていただければありがたいなと思っ

ております。もし余裕があれば、よろしくお願

いしたいと思います。

○松田みやざきブランド推進室長 今、委員が

申された最初のほうのＪＡ小林が、オリジナル

で、地域で1,000円上乗せをしたというような、

いろんな地域の取組があろうかと思います。そ

の取組に関しましては、この資料の11ページの

枠の上のほうに、地域応援活動への支援という

のがございます。この部分で、今回7,250万円の

予算をお願いしているわけですけれども、ここ

での取決めです。地域でいろんな応援消費につ

ながる活動を提案していただいて、それに県が

助成をしまして、いろんな応援消費に結びつけ

ていただきたいということですので、この部分

を、県内ということであれば、御活用いただき

たいと考えております。

また、後半でおっしゃいました、都市圏へ打っ

て出るという部分に関しましては、この11ペー

ジの右下の都市圏等における支援というのがご

ざいまして、宮崎の食材を使っていただいてい

たお店や、あるいは指定店、そういったところ

と連動しまして、宮崎県産品を売っていこうと

考えておりますので、ぜひ地域のお考えもお聞

かせいただいて、一緒になって取り組んでまい

りたいと思います。

○窪薗委員 今、牛肉に関してちょっとお話し

したんですが、マンゴーにしてもメロンにして

もそうですが、宮崎のものが欲しいんだけど、

どこに行ったらいいか分からないというのをよ

く話で聞くんです。ですから、売っていないよ

というのが普通なんです。例えば、宮崎牛なら、

肉屋さん、デパートに行くけど、宮崎牛がない

というわけです。欲しいんだけど。

だから、そういった知名度を上げるというこ

とでも大事だろうと思います。これを逆手に取っ

て、ぜひそういったことも考えながらというこ

とで、よろしくお願いしたいと思います。

○横田委員 コロナウイルスの影響で、水産物

は、ブリ等の養殖魚とかマグロ等の高級魚は大

変苦戦されていて、一方でアジとかサバ等の大

衆魚については価格等の影響はないと書いてあ

りますけど、学校給食で支援する水産物という

のは、その苦戦をされているブリ類とかマグロ

類が対象になるんでしょうか。

○福井水産政策課長 国のほうで、給食の事業

に対する魚種の指定がございまして、基本的に

はコロナの影響を受けている魚種ということで、

ブリ類やマダイの養殖魚、それからマグロ等の

高価格帯、あと北海道とかのホタテなんかは魚

種で指定されております。

○横田委員 実は、沿岸漁業の関係者から、沿

岸漁業の魚種にもぜひ拡大してほしいというお

話を受けたんですけれども、そういったことは

難しいんでしょうか。

○福井水産政策課長 本県におきましても、沿

岸漁業のチリメン等、影響を受けている魚種が

あるというふうにお聞きしておりますので、そ

ういったものについても給食で活用できるよう

に、国に要望を上げているところでございます。

○横田委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○松田みやざきブランド推進室長 今の学校給

食への水産物で国が見れない魚種の提供ですけ

れども、この11ページの地産地消応援消費対策

の左上に学校給食への支援がございます。ここ

に今回、地鶏肉、水産物、あるいは地域特産物
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というのを加えております。この地域特産物の

中で、今、水産政策課長が申し上げたチリメン

等、そういったものを我が町の特産品というこ

とで位置づけていただいて、学校給食の中で活

用ができるというふうに考えております。

○星原委員 学校給食と出たんだけれども、こ

れは、いつまでこういう形で事業を続けていく

のか。学校給食というと、小学校、中学校かと

思うんですが、生徒１人当たりで計算されてい

くのか。県内の小中学校には、全てこういう形

で給食の中で使ってもらう、行き渡るようになっ

ているんですか。

○松田みやざきブランド推進室長 どのような

形になっているかということですけれども、ま

ず、国の事業を活用している部分に関しては、

事業が令和２年度となってございますので、基

本的にはこの２年度で行うということでござい

ます。

次に、１人当たりどれぐらいになっているの

かですけれども、これは例えば、和牛肉でいき

ましたら、100グラムを上限としてとか、グラム

数でいく場合もございます。

ただ、地域特産物の部分は県の単独で見る部

分ですけれども、ここにつきましては、お一人

の児童生徒に対して、大体260円ぐらいの積算で

考えてございます。後付けになりましたけれど

も、対象は、学校給食法に基づく370校、児童生

徒10万人が対象となります。

○星原委員 学校給食にこういう形で支援して

いる。じゃあ、子供たちに、地元で採れて、地

元のおいしいものが、こういう食材があるんで

すよと、そういうことまで、家に帰って家族で、

特に料理をするお母さんとか、そういう方々に、

こういうことでおいしかったとか、地元のもの

のよさを知るところまで、ちゃんとこの事業が

なされているのか。ただ食べさせているだけな

のか。その辺は、教育委員会あたりと連携を取っ

て、給食時間にそういう出たものの説明をした

りということはやっているもんなんですか。

○松田みやざきブランド推進室長 言葉で言い

ますと食育と相まってやっているかということ

で承りますと、そういうものをセットでやるよ

うになってございます。

例えば、せんだって、これは国の直接採択事

業ですが、マンゴーを６月９日、宮崎西小学校

で提供するというのがありましたけれども、そ

ういったときも、マンゴーがどのようになるの

か、どういうふうな果物なのか、宮崎はどれぐ

らいすごいのかというところも含めて、児童た

ちに説明をし、また、それを帰って御父兄の方

にも伝えていただくような、そういう食育活動

と併せて実施しております。

○星原委員 今、マンゴーが出ましたが、私も

県外、県内、十何か所送ったんです。ただ、家

に送ってきたやつを見たとき、写真を撮ってい

るんだけど、大きさが随分違うのよね。だから、

ある程度、県外とかいろいろ送る分は一定した

形のものをそろえて、ちゃんと発送しているの

かどうかなと、内心そういうふうに思ったとこ

ろがあるのよ。宮崎のマンゴーがおいしかった

とか、うれしかったとか、電話ももらっている

んですけど、ちょっと大きさにかなりばらつき

があるんで、その辺がどうだったかなと。皆さ

んに聞いたって分かる問題じゃないんだけど、

県外なんかにこういうキャンペーンでやるんで

あれば、僕らもよく北海道辺りに行って水産物

を買ってくると、名前や電話を書いているから、

向こうから電話が入って、また、どうですかと

来るわけだけど、結局、そういうふうに来させ

るためには、それなりに送る側がちゃんとぴしっ



- 48 -

令和２年６月18日(木)

とやった形のもので送り出してもらわんと、せっ

かくのが。もう文句言えないですから。僕らも

長野辺からリンゴをもらって、見ると、下のほ

うに入っているやつは、ちょっと傷があったり、

腐れぎみのが入っていたりするけど、もらった

人に対して、そのことを言えないんです。それ

と同じことが、今回どうだったのかなと、内心

そういう思いがしたところでしたので、こうい

う事業をやるときには、そういう規格のところ

をきちっと決めて、こういう形でないと、せっ

かくのが。農業団体とか、生産者の人たちに対

して、やっぱりそういうところまで、多少言う

べきじゃないかなと私は思ったもんですから。

○松田みやざきブランド推進室長 委員御指摘

の声は、ほかにも聞いております。ただ、一方

で送っていただいて、非常によかったという声

も聞いているところです。今回は経済連が取り

組んだわけですけれども、初めてこういったネッ

ト販売で贈り物をさせていただいて、いろんな

課題が見えてきたところです。今、御指摘頂い

た点も踏まえて、次の取組に生かしてまいりた

いと思います。ありがとうございます。

○髙橋委員 水産の関係で、外国人材の定着促

進事業ですけど、今はまだ来れていませんよね、

その確認をします。例えばインドネシアからま

だ来れていませんよね。（「はい」と呼ぶ者あり）

来れてないということの答弁がありました。そ

れで、この事業は、入国後に必要な支援ですよ

ね。私が聞きたいたのは、しっかりと訓練を受

けて、来るだけの人たちが、今、待機状態になっ

ているじゃないですか。待機ということは拘束

していますよね。多分、そこにいる間は無報酬

だと思うんです。そんなところを何か危惧され

ていましたが、何かそういったところの対応と

かされているもんなんですか。

○福井水産政策課長 委員がおっしゃられてい

るのは、例えば技能実習で入国される予定だけ

れども、まだ入国できない状態で現地のほうで

研修を受けて待機されている状態にあるという

場合でよろしいでしょうか。

○髙橋委員 はい、その件です。

○福井水産政策課長 そういう場合については、

まだそういった方々に対する支援というのが

はっきりしていないんですけれども、現在、日

本国内に入られていて、逆に帰国できない方に

対しては、この19ページの２番の雇用継続の支

援がございます。これを、例えば、もう来れる

状態になっていて、雇用契約を結ばないといけ

ない状態になっているんですけれども、そうい

う人たちをどうしたらいいかという場合に、こ

の事業をもう少し拡充できないか、国へお願い

しているところでございます。

○髙橋委員 今のは、技能実習生のことなんで

しょう。その人たちに、今おっしゃったことが

適用できるかどうかを、今検討しているという

ことですね。

○福井水産政策課長 日本国内にいらっしゃる

方が、本国に帰らずに、雇用継続で国内に残る

場合に、その賃金の助成はあるというふうに聞

いておりますが、それを逆に援用した形で、国

外のほうで待機されていて、入って来れない方

に対しても、そういう賃金の支援ができないも

のかというお願いは、相談しているところでご

ざいます。

○髙橋委員 そういった手立てを今、何とか研

究しているということなんですよね。でないと、

これがずっと長引けば、この子たちはその収入

を想定しての日本への渡航だったでしょうから、

何らかのものを与えないと、それを断念される

可能性だってありますよね、安心しました。安
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心したというか、今はまだ汗をかいている段階

でしょうけど、よろしくお願いします。

○日髙委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 次に報告事項に関する説明を求

めます。

○殿所農政企画課長 常任委員会資料の22ペー

ジをお開きください。

損害賠償を定めたことについて、専決処分を

行いましたので、報告いたします。

事案は、県有車両、いわゆる公用車による交

通事故２件であります。

１件目は、令和元年11月25日、国富町大字木

脇4678番地１の敷地内におきまして、公用車を

バックさせようとしたところ、後方に駐車して

あった相手方の車に接触したものであります。

２件目は、令和２年２月20日、延岡市昭和町

１丁目７番地４先路上におきまして、公用車で

２車線ある右折レーンのうち左側のレーンを走

行して右折をしました際に、右側のレーンに進

入して、右側のレーンを走行中の相手の車に接

触したものであります。

原因は、２件とも安全確認や状況確認が不十

分であったことによるものであります。

損害賠償額は、それぞれ８万4,207円と39

万9,489円でありますが、県が加入する保険から

全額支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますけれども、今後

とも一層の徹底が図られますよう、再発防止に

向けまして、厳しく指導してまいりたいと考え

ております。

続きまして、23ページを御覧ください。

令和元年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてであります。

これは、令和元年度に議会において承認いた

だきました繰越事業について、繰越額が確定し

ましたので、御報告を行うものであります。

表の一番下に記載しておりますとおり、部全

体で、19の事業で、繰越額は108億1,995万1,000

円となっております。

繰越しの主な理由は、国の補正予算の関係等

により、工期が不足することによるものや、事

業主体において事業が繰越しとなることによる

ものなどであります。

次のページをお開きください。

令和元年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてであります。

表の一番下に記載しておりますとおり、部全

体では３つの事業で、9,795万2,000円の繰越し

となっております。

繰越しの理由は、入札不調等により契約締結

に日時を要し、工期が不足することによるもの

などであります。

なお、繰越事業の執行につきましては、関係

機関との連携を図り、早期完了に努めてまいり

ます。

説明は以上です。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項に関して質疑はございませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 時間が約２時間たちました。こ

の後、説明時間が35分ありますので、５分間休

憩を取りたいと思いますけれども、よろしいで

すか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 暫時休憩いたします。

午後２時58分休憩
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午後３時04分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○殿所農政企画課長 常任委員会資料の26ペー

ジをお開きください。

第八次宮崎県農業・農村振興長期計画におけ

る長期ビジョン案について説明いたします。

１、概要にありますとおり、国内の人口減少

が加速する中、農業従事者の減少・高齢化や国

際競争の激化等に加え、新型コロナウイルス感

染症の発生など、農業を取り巻く情勢は目まぐ

るしく変化しています。このような中、スピー

ド感を持って本県農業・農村のあるべき将来像

の実現に取り組むため、令和３年度から10年間

を計画期間とした第八次農業・農村振興長期計

画を策定することとしております。

２の検討経過と今後のスケジュールにつきま

しては、昨年４月から農業者や関係団体等と意

見交換を重ねるとともに、農政審議会等で御審

議いただき、昨年９月には本常任委員会で、計

画の考え方や全体構成等の基本的な方針を報告

させていただきました。

本日は、長期ビジョン案の報告をさせていた

だきますが、今後も農業者等との意見交換や農

政審議会等での審議を重ねながら、基本計画や

地域別ビジョン等の策定を進め、本常任委員会

には12月に計画素案を報告し、来年３月には計

画原案を審議いただく予定としております。

３、長期ビジョン案の概要ですが、技術やル

ール、価値観を変革するとともに、県民や消費

者、他産業との共創を図りながら、あらゆる情

報を農業分野に取り込み、新たな農業の形を創

造するという情報創造というキーワードの下、

農の魅力を産み出す、届ける、支える仕組みを

構築し、持続可能な魅力あるみやざき農業を目

指してまいります。

詳細につきましては、別冊で配付しておりま

す第八次宮崎県農業・農村振興長期計画におけ

る長期ビジョン案で説明をいたします。

表紙を御覧ください。

長期ビジョンは、大きく３つで構成しており

ます。

大きな１つ目は、宮崎県農業・農村の現状と

取り巻く社会情勢の変化。２つ目が、将来展望

と方向性、未来へのキーワード。この２つを踏

まえまして、３つ目の、みやざき農業のめざす

将来像において、今後10年間を見据えた本県農

業・農村の将来像や施策の方向性を示しており

ます。これから、この長期ビジョンをベースに

しまして、今後５年間の具体的な施策、数値目

標を盛り込んだ基本計画を策定することとして

おります。

それでは、１ページをお開きください。

１ページは、Ⅰ、宮崎県農業・農村の現状と

取り巻く社会情勢の変化におけるみやざき農業

の現状についてであります。

ページ左側のとおり、本県の農業・農村振興

長期計画は、昭和35年から、その時代の情勢や

課題に対応して策定してきており、これまでの

取組により平成30年の農業算出額は全国第５位

の3,429億円となっています。

また、ページ右側のとおり、近年、販売農家

や基幹的農業従事者の減少、高齢化が進んでい

る中、農業法人や雇用就農者は増加しており、

新規就農者も近年は400名を超えております。

２ページでございます。

県内産業におけるみやざき農業についてです。

図８のとおり、本県農業は県外から外貨を稼
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げる数少ない産業で、県内食品加工向けなど、

他産業への波及効果も高くなっています。一方、

ページ右側、雇用情勢では、他産業との人材獲

得競争は依然厳しく、職業としての魅力を向上

する必要があります。

３ページです。

みやざき農業を取り巻く情勢についてであり

ます。

図11のように、国内マーケットが縮小する一

方で、世界人口は増加し、図12のとおり、ＴＰ

Ｐや日米貿易協定などの経済連携協定により、

市場のグローバル化はさらに拡大することが見

込まれます。一方、図13、14のとおり、気候変

動や発展途上国の経済発展などにより、穀物や

重油価格は不安定な情勢となっています。

４ページです。

災害や家畜伝染病、新型コロナウイルス感染

症等危機事象への対応についてであります。

ページ左側のとおり、地球温暖化が進行し、

近年は局地的豪雨や暴風等による災害が全国各

地で発生しており、さらには家畜伝染病やカン

ショ等の疫病も発生するなど、常時の備えと迅

速な対応が必要です。

また、ページ右側のとおり、新型コロナウイ

ルス感染症は農業にも大きな影響が出ておりま

すが、一方では、地産地消や国産回帰がクロー

ズアップされており、国内で安全な食材を安定

的に供給できる体制を構築する必要があります。

なお、この新型コロナウイルス感染症に伴う

影響や新たなニーズへの対応につきましては、

現段階では先が見通せない部分もありますが、

これから策定する基本計画において、具体的な

施策の中にしっかり落とし込んでまいりたいと

考えております。

５ページでございます。

農業政策をめぐる動向についてであります。

左側の農業政策では、国は、農林水産業・地

域の活力創造プランや食料・農業・農村基本計

画を改定し、輸出の拡大や経営規模の大小に関

わらない生産基盤の強化等を推進するとしてい

ます。また、右側の科学技術政策では、未来投

資戦略～Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0～の中で、農林水産

業のスマート化を戦略の一つに掲げており、本

県もみやざきスマート農業推進方針を策定した

ところです。さらに、国連では持続可能な開発

目標、ＳＤＧｓを策定しており、第八次計画に

もその理念を反映する必要があります。

６ページです。

Ⅱ、将来展望と方向性、未来へのキーワード

におけるみやざき農業の将来展望と方向性につ

いてです。

ページ上のほうにありますように、将来展望

につきましては、今後10年間で販売農家が２割

以上減少することが予想され、現在の経営規模

のままでは農業産出額も大きく減少する危機に

あり、本県農業が今後も維持・発展し続けるた

めには、持続可能な農業へと転換し、次の世代

にしっかりバトンをつないでいく必要がありま

す。

今後の方向性としましては、ページの下側の

ほうに書いておりますように、まず左側にあり

ますが、稼げる農業を実現しながら働きやすさ

等を改善することで、職業としての魅力の向上

を図り、新規就農者の確保・定着を推進します

とともに、右側にありますように、安定した生

産・出荷体制や産地加工等による付加価値の向

上等により、農産物の魅力を向上し、マーケッ

トから選ばれる産地づくりを推進します。

また、経営規模の大小などを問わず、家族を

中心とした経営体をみやざき型家族農業と位置
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づけ、それらを核とした生産基盤強化を推進す

るとともに、県民の皆様と農業・農村の重要性

を共有することで、みんなのみやざき農業を築

いていき、持続可能な魅力あるみやざき農業を

目指してまいります。

７ページでございます。

社会情勢の変化と時代の潮流から見る未来へ

のキーワードについてです。

ページ中段にありますとおり、社会情勢が大

きく変化する中、情報を生かしたデジタル技術

の発展により、これまでの経済や社会生活の在

り方を革新してきており、今後も情報というツ

ールの活用はますます重要となってきます。こ

のため、農業分野でもあらゆる情報を積極的に

取り込むことで、複雑な社会的課題の解決と多

様化するニーズに対応した価値を創出し、新た

な農業の形を創造する「情報創造」を第八次計

画のキーワードと考えています。

８ページでございます。

みやざき農業のめざす将来像についてです。

ページ中央にありますとおり、持続可能な魅

力あるみやざき農業を実現するためには、技術

や常識、ルール、価値観、働き方等を変革する

とともに、県民や消費者、他産業等と新たな価

値を共創することが必要です。そのため、大き

く３つの柱に分けて、合計７つの将来像を示し

ています。

１つ目の柱は、左側にあります「農の魅力を

産み出す」人材の育成と支援体制の構築、２つ

目は、下にあります「農の魅力を届ける」みや

ざきアグリフードチェーンの実現、３つ目は、

右側にあります「農の魅力を支える」力強い農

業・農村の実現です。

これらの将来像について、関係機関と共有し

ながら持続可能な魅力あるみやざき農業の実現

を目指してまいります。

９ページでございます。

１つ目の柱、「農の魅力を産み出す」人材の育

成と支援体制の構築における、①次代を担うみ

やざきアグリプレーヤーの確保育成についてで

す。

担い手の減少が進む中、左側の現状のとおり、

若い雇用者の増加や特定技能外国人制度の創設、

さらにみやざき次世代農業リーダー養成塾の卒

塾生が地域の中心として活躍するなど、新たな

動きが出てきています。今後は、右側の目指す

べき姿のとおり、これまでの担い手に雇用人材

を加えた農業者をみやざきアグリプレーヤーと

して、施策の主要ターゲットとすることで、多

様な人材を取り込んでまいります。

また、新規就農支援や普及指導体制をさらに

ブラッシュアップし、誰もが憧れる農業人材を

育成し、その姿を発信することで、職業として

選ばれる農業へと変革し、次代を担うみやざき

アグリプレーヤーの確保育成を実現します。

10ページでございます。

②産地サポート機能を有する新たな産地経営

体への変革についてです。

左側の現状のとおり、現行の第七次計画では、

法人やＪＡ部会などが連携して産地を牽引する

産地経営体の好事例が創出された一方、耕作放

棄地の増加や集落営農組織の伸び悩みなど、産

地の持続を脅かす課題が顕在化しています。今

後は、右側の目指すべき姿のとおり、ＪＡ部会、

集落営農組織、法人経営体が連携して、人材育

成や労働力調整、技術・農地等の承継など、地

域農業の維持・発展に必要な産地サポート機能

を強化するとともに、生産面での連携による競

争力を強化し、産地サポート機能を有する新た

な産地経営体への変革を実現します。
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11ページです。

２つ目の柱、「農の魅力を届ける」みやざきア

グリフードチェーンの実現について、全体像を

まとめております。

本県農業の生産現場では、担い手減少や複雑

化、多様化するニーズに対応するため、ページ

左側のようなスマート生産基盤の確立による産

地革新が必要となっています。また、都市部か

ら遠隔地にある本県は、流通業界の課題への対

応が急務となっており、ページ下にあります産

地とマーケットをつなぐ流通構造の変革を進め、

さらに右側にあります産地と流通の変革を生か

した販売力を強化することで、農産物の価値や

生産者の思いを消費地に「運べて」「売れる」仕

組みを構築する必要があります。そのため、流

通と生産・販売をつなぐ司令塔の体制を関係機

関と一体となって構築することで、みやざきア

グリフードチェーンを実現し、フードビジネス

のさらなる振興を図ります。

次のページからは、アグリフードチェーンを

構成する生産、販売、流通それぞれの将来図を

示しております。

12ページです。

①スマート生産基盤の確立による産地革新に

ついてです。

左側の現状のとおり、スマート農業が進展す

る中で、経済連携協定による海外ニーズや国内

の加工・業務用野菜需要など、多様化するニー

ズに産地はしっかり応えていく必要があります。

今後は、右側の目指すべき姿の中心にあります

とおり、スマート農業等の技術や効率的で災害

に強い生産環境、分業等による生産体制により、

スマート生産基盤を構築します。その上で、そ

の周辺に書いてありますように、推進品目の絞

り込み等による生産量の確保や、周年出荷等の

生産方式の刷新、さらに出荷予測など生産情報

の見える化、付加価値の最大化、消費ニーズへ

の対応に焦点を当てた産地振興を推進し、スマ

ート生産基盤の確立による産地革新を実現しま

す。

13ページです。

②産地と流通の変革を生かした販売力の強化

についてです。

左側の現状のとおり、農畜産物の販売トレン

ドは、物流や安定、食の志向は健康や簡便化、

経済性に向けられておりまして、本県農業は流

通や販売環境の変化に対応することが求められ

ています。

今後は、右の目指すべき姿のとおり、産地で

の出荷予測等の取組による計画販売を実現する

とともに、世帯構成や消費嗜好などの社会構造

の変革に対応したブランディングの構築や、世

界市場に挑戦する戦略的輸出体制の整備を図り、

産地と流通の変革を生かした販売力の強化を実

現します。

14ページです。

③産地とマーケットをつなぐ流通構造の変革

についてです。

左側の現状のとおり、選果場等の供給拠点は

県内全域に分散し、青果物の流通は都市圏への

トラック輸送が大勢を占める中、効率化による

輸送環境の改善や物流コストの削減が急務と

なっています。

今後は、右の目指すべき姿の中央にあります

とおり、集荷場等を集約するとともに、その左

側にあります出荷予測と連動した分荷・配車シ

ステム、輸送のパレット化、下のほうにありま

す電子タグの活用などにより、モノと情報がつ

ながる効率的な物流を実現します。さらに、右

上のほうにありますように、物流ドローンや長
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期貯蔵技術など新技術を積極的に活用し、流通

対策の連鎖を促進することで産地とマーケット

をつなぐ流通構造の変革を実現します。

15ページです。

３本目の柱、「農の魅力を支える」力強い農業

・農村の実現における、①次世代に引き継ぐ魅

力あふれる農山村づくりについてです。

左側の現状のとおり、農山村地域では人口減

少が急速に進む中、規模拡大にも限界があり、

集落機能や多面的機能の低下が危惧されていま

す。今後は、右の目指すべき姿のとおり、集落

で将来像を策定した上で、①のとおり、多様な

主体の活躍や農地、地域資源の有効活用により、

中山間農業の活性化を図ります。また、②のと

おり、食品や観光など多様な産業との組合せに

より、所得や雇用の創出を図りながら、③のよ

うに、農山村の誇れる魅力を世界へと発信し、

移住者や関係人口の創出等につなげ、次世代に

引き継ぐ魅力あふれる農山村を実現します。

16ページです。

②持続的で安全・安心な農業・農村づくりに

ついてです。

左側の現状のとおり、施設園芸では経費の２

割以上を動力光熱費が占め、家畜飼料等の生産

資材は一部を海外に依存している中、畜産バイ

オマスエネルギーなど、新たな技術開発が進展

しているところです。

今後は、右の目指すべき姿のとおり、畜産と

耕種が連携して、堆肥や飼料の広域流通体制や

畜産バイオマス型施設園芸を構築するとともに、

化石燃料に頼らない農業構造へ転換するため、

省エネルギー園芸施設やエネルギーミックス等

を推進します。

さらに、環境保全型農業を展開するため、有

機農業等を推進し、持続的で安全・安心な農業

・農村を実現します。

説明は以上でございます。

○福井水産政策課長 水産政策課でございます。

常任委員会資料の27ページをお開きください。

第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画にお

ける長期ビジョン（案）について御説明いたし

ます。

１、概要でございます。国内で人口減少が加

速化する中、漁業経営体・就業者の減少継続、

外国人との共生社会やＳｏｃｉｅｔｙ5.0に向け

た動き、世界的な水産物需要の増大や水産物輸

出の増加と新型コロナウイルス感染症の拡大、

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の

両立を目指す国の水産政策の改革など、水産業、

漁村を取り巻く情勢は大きく変化しております。

このような情勢変化に対応し、本県水産業の

さらなる成長産業化を目指すため、令和３年度

から10年間を計画期間とした第六次水産業・漁

村振興長期計画を策定することとしております。

２、検討経過と今後のスケジュールでござい

ます。

昨年度は、４月に設置した策定検討部会を随

時開催し、長期ビジョン（案）等を検討すると

ともに、８月と３月に宮崎県水産業・漁村振興

協議会で御審議いただくとともに、９月の本常

任委員会においては、計画の考え方や全体構成

等の基本的な方針を報告させていただきました。

本日は、長期ビジョン（案）の報告をさせて

いただきますが、今後は漁業者等との意見交換

や協議会での審議を重ねながら計画の策定を進

めまして、12月の本常任委員会に計画素案を報

告した上で、来年３月には計画原案を御審議い

ただく予定としております。

３、長期ビジョン（案）の概要でございます。

「ひなた魚ベーションで新たな波に乗り成長
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する水産業」を基本目標とし、①人口減少社会

に対応した生産環境の創出、②成長をつかむ高

収益化と流通改革、③水産資源の最適な利用管

理と環境保全への対応、④成長産業化を支える

漁村の基盤強化という４つのイオベーションで、

将来像である「持続的に成長する水産業と多様

性にあふれた魅力ある漁村」の実現を目指すも

のであります。

「ひなた魚ベーション」とは、技術革新といっ

た新たな創造を意味する「イノベーション」と

魚を意味する「いお」を組み合わせた本県の水

産業に関するイノベーションを表現する造語で

ありまして、将来の本県水産業の振興を担う若

手職員が提案したものでございます。

続きまして、別冊でお配りしております第六

次宮崎県水産業・漁村振興長期計画における長

期ビジョン（案）を御覧ください。

別冊の表紙に目次を記載しておりますが、本

県水産業・漁村の現状、基本目標、めざす将来

像、４つの施策の基本方向で構成しております。

それでは、１ページを御覧ください。

現状のその１、海面漁業及び養殖業の生産量

と生産額の推移でございます。

本県海面漁業の生産額は、昭和57年をピーク

として長期的には減少傾向が続いていますが、

生産量は平成２年以降の減少傾向から近年は緩

やかな増加傾向へと変化しつつあります。一方、

養殖業は、生産量、生産額ともに長期的には増

加傾向で推移しております。

２ページを御覧ください。

現状のその２、漁業経営体・就業者と外国人

材でございます。

本県では、漁業経営体・就業者の減少が継続

しており、今後の減少も避けられない状況が想

定されます。一方で、法人経営体で雇用される

外国人は増加傾向にあり、令和元年度からは外

国人材の受入れを拡大する特定技能がスタート

しております。

３ページを御覧ください。

現状のその３、本県水産業の特徴と成長産業

化の機運でございます。

漁業経営体の減少により生産の減退が懸念さ

れますが、本県の海面漁業・養殖業の経営体当

たりの生産額は増加傾向にあり、海況情報の高

度化や大規模沖合養殖システムの開発等の技術

革新により、さらなる向上が期待されます。

また、現在、コロナウイルス感染症の拡大に

より、世界的に物の動きが停滞しているものの、

世界の水産物需要は増大傾向にあり、長期的な

戦略として輸出を促進することにより、水産業

の成長産業化が期待されます。

４ページです。

現状その４、水産資源の利用管理と世界的な

環境保全の動きでございます。

本県は、資源評価を起点とするＰＤＣＡサイ

クルの資源の利用管理システムを独自に構築す

るとともに、内水面漁業活性化計画を策定し、

水産資源の適切な利用管理に関する取組を推進

してきました。

一方で、国の水産政策の改革において資源管

理の高度化が掲げられ、また、国際的な資源管

理の強化や世界的な環境保全への意識の高まり

が見られております。

５ページです。

現状のその５、漁港や漁協等の生産基盤でご

ざいます。

本県は、漁業生産の基盤となる漁港の防災対

策や漁協系統団体の基盤強化とともに、漁港の

高度衛生管理対策を推進してきました。今後は、

頻発する台風、豪雨や発生が懸念される南海ト
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ラフ地震等の災害への対策、さらには成長産業

化を実現するための漁協系統組織の連携強化な

ど漁村の基盤強化がさらに重要となります。

６ページです。

このような現状を踏まえ、水産業の成長産業

化を実現するための課題を整理しております。

まず、本県水産業の強みである生産力をさら

に向上していくためには、人口減少に対応した

水産業の構築が必要であります。その上で、本

県水産業の成長産業化を実現するためには、水

産物の世界的な需要増大を商機として輸出を推

進する等の対策とともに、経営体のさらなる収

益性の向上が必要であります。

一方で、世界的な資源管理、環境保全の動向

や水産政策の改革における資源管理の高度化に

対応した水産資源の利用管理を推進していく必

要があります。さらには、水産業・漁村の生産

基盤となる漁港の防災対策や漁協等の基盤強化

が必要であります。

７ページです。

このような課題を克服するため、①から④に

示す４つのひなた魚ベーションで、水産物の貿

易拡大などの新たな時代の追い波に乗る一方、

人口減少社会などの向かい波を乗り越えて成長

する水産業を基本目標とします。

８ページです。

第六次長期計画では、持続的に成長する水産

業と多様性にあふれた魅力ある漁村を目指す将

来像としています。

ひなた魚ベーションで、法人、個人経営体と

もに収益性が向上し、漁村経済の成長や豊かな

食文化により活性化した漁村に多様な人材が集

まり、漁業の担い手や労働力が十分に確保され

て、さらに経営体が躍動する成長のサイクルが

形成され、その成長を支える水産資源と生産基

盤が充実している将来を目指します。

９ページからは、基本目標や将来像を実現す

るための４つの施策の基本方向をまとめており

ます。

９ページでは、施策の１、人口減少社会に対

応した生産環境の創出でございます。生産力を

さらに高めるための技術革新を推進するととも

に、漁業経営体の減少抑制や漁村経済の核とな

る法人経営体の労働力不足を解消するため、外

国人材を含む多様な人材を確保、育成する体制

を構築することにより、人口減少社会において

も躍動し成長する生産環境の創出を推進します。

10ページです。

施策の２、成長をつかむ高収益化と流通改革

でございます。

高収益型漁業への構造改革や漁業許可制度の

改革により、漁業経営体の高収益化を図るとと

もに、水産物の輸出や流通・販売の最適化を促

進し、水産バリューチェーンの価値の最大化に

より、経営体の成長はもとより、産業全体の成

長を推進します。

11ページです。

施策の３、水産資源の最適な利用管理と環境

保全への対応でございます。

国の水産政策の改革に基づく資源管理の高度

化への対応と本県独自の資源の利用管理システ

ムの高度化を推進するとともに、国際的な資源

管理への対応や内水面資源の適切な管理、さら

にはＳＤＧｓ等の海洋保全の動きに適切に対応

することにより、水産資源の持続可能な利用管

理を推進します。

12ページです。

施策の４、成長産業化を支える漁村の基盤強

化でございます。

今後発生が懸念される南海トラフ地震などの
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大規模災害による被害を軽減するため、漁村の

防災、安全対策を強化するとともに、漁協系統

組織の基盤強化や高度衛生管理対策等による生

産・流通機能の強化を図り、水産業の成長産業

化を支える漁村の基盤強化を推進してまいりま

す。

別冊の資料についての説明は以上でございま

すが、今後の計画策定に当たりましては、引き

続き常任委員の皆様の御意見も踏まえつつ進め

てまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

水産政策課からは以上でございます。

○愛甲農業連携推進課長 常任委員会資料の28

ページをお開きください。

令和元年度の農畜水産物の輸出実績について

であります。

令和元年度の本県農畜水産物の輸出額は、１

の概要にありますとおり、金額ベースで見ます

と、前年比107％の59億4,000万円となり、過去

最高額を記録したところであります。

品目別に見ますと、２の品目別輸出実績の表

のとおり、農・畜・水産物のいずれのカテゴリ

ーも着実な増加が見られ、本県の主要品目であ

ります牛肉につきましても、輸出額は41億円強

で、全体の約７割を占めており、新型コロナウ

イルス感染症等の影響を受けたものの、伸び率

は対前年比101％となったところでございます。

また、輸出先別に見ますと、３の輸出先国別

輸出実績の表のとおり、アジア諸国への輸出額

は全体の64％を占めておりますが、輸出先第１

位の香港への輸出額は前年比94％と減少する一

方で、アジア以外では、アメリカやＥＵが順調

に伸びているところでございます。

なお、29ページには、輸出先のマーケット調

査をはじめ、国ごとに対応した産地づくりや販

路開拓など輸出促進に向けた各種取組を掲載し

たところでございます。

以上が、令和元年度の輸出実績でございます。

令和２年度は、今後もしばらくはコロナの影響

が懸念されますが、収束後は、先ほどお願いし

ました補正事業等を活用し、輸出の速やかな再

始動を図り、再び成長軌道へ乗せたいと思って

おります。

以上でございます。

○戸髙農業担い手対策室長 農業経営支援課農

業担い手対策室でございます。

資料30ページをお開きください。

新規就農者の確保・育成の状況について御説

明いたします。

まず、１、現状・課題の新規就農者の就農状

況の表の合計の欄を御覧ください。

新規就農者は近年増加傾向にあり、令和元年

は418人と３年連続で400人を超えております。

合計の欄の左側の列に内訳がございますとおり、

農業法人等への雇用就農が234人、自営就農が184

人となっており、自営就農者が昨年より20人増

加しております。

経営類型別では、施設野菜や露地野菜、肉用

牛での就農が多く、右側の表の地域別では、中

部や児湯地域での就農が多い一方、中山間地域

で少ない状況にあります。

２の主な取組の内容を御覧ください。

まず、就農者受入体制の整備として、昨年度、

株式会社マイナビと協定を締結し、首都圏にお

ける就農相談会の充実等により、県外からの就

農者の確保に取り組むとともに、就農研修体制

の整備として、耕種部門ではみやざき農業実践

塾や、各地の就農トレーニング施設において、

また畜産部門では、繁殖センター等で就業によ

る技術習得を支援しております。
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また、就農希望者が農業法人等において就農

研修を行うお試し就農を実施し、人材の定着を

図っております。

今後の展開でございますが、就農希望者を中

山間地域に呼び込むための環境整備を検討して

いくとともに、新型コロナウイルス感染拡大の

影響に伴う失業者等に対し、農水産業分野で受

入れを拡大するための取組を予定しております。

また、就農相談会等の中止が相次いでおりま

すことから、農業振興公社においてテレビ会議

によります就農相談会の体制の整備等も予定し

ているところでございます。

新規就農者の確保・育成の状況につきまして

は、以上でございます。

続きまして、委員会資料の31ページを御覧く

ださい。

県立農業大学校農業総合研修センター及び宮

崎県農業科学公園に係る次期指定管理候補者の

選定について御説明いたします。

研修センター及び公園の管理運営につきまし

ては、平成27年度から指定管理者制度を導入し

ており、今年で今期の指定期間が満了となりま

すことから、７月から次期指定管理者の募集を

開始することを御報告させていただくものであ

ります。

まず、１、現在の指定管理者の管理運営状況

についてであります。

（１）施設の概要の３つ目の丸ですが、現在

は学校法人宮崎総合学院を指定管理者として指

定しており、指定期間は平成30年４月１日から

令和３年３月31日までの３か年となっておりま

す。

次に、（２）施設利用状況であります。

過去３か年のデータを見ていただくと、研修

実績や農業科学館入館者数は減少しております

ものの、宿泊者数や公園入園者数は順調に伸び

ているところであります。

次に、施設の収支状況でありますが、生産物

の売払い収入の確保などにより、安定した運営

がなされているところであります。なお、令和

元年の指定管理料が増加している理由は、消費

税の増税によるものであります。

（４）利便性やサービスの向上、利用者増の

取組につきましては、自主企画イベントの開催

や、県外の就農相談会での講演等を通じた情報

発信、研修室等の土日祝日利用への柔軟な対応

など、改善に取り組んでいるところでございま

す。

32ページをお開きください。

（５）の評価についてであります。

公園入園者の増加に向けた取組や、みやざき

農業実践塾での塾生の県内への就農支援など、

新たな担い手確保、育成においても着実に成果

を上げております。

次に、２、次期募集方針についてであります。

まず、（１）業務の範囲につきましては、研修

センターや公園の利用、施設の維持、保全に関

する業務等でありまして、今期と同様でござい

ます。

（２）指定期間につきましては、令和３年４

月１日から令和８年３月31日までの５年間と、

これまでの３年間から変更をしております。

（３）基準価格につきましては、①が研修セ

ンター及び公園の管理運営に必要な経費として、

県から指定管理者に交付する指定管理料であり、

②がみやざき農業実践塾等で生産された農産物

の売払い収入と施設の利用料金でございます。

指定管理料につきましては、①の基準額を上

限に応募していただくということになっており

ます。
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次に、（４）募集概要ですが、募集期間を７月

６日から９月７日の約２か月間とし、７月27日

に現地説明会を開催する予定です。募集につき

ましては、県の公報、ホームページ、各種メディ

ア等で周知することとしております。

続きまして、（５）資格要件ですが、①にあり

ますとおり、県内に事業所または事務所を有す

る、または設置が見込まれる法人等が対象とな

ります。②以降につきましては、入札参加資格

や不適格要件等を記載しております。

33ページを御覧ください。

（６）の指定管理者の選定についてでありま

す。

審査の流れにつきましては、まず、県で書類

審査を行いまして、その後、有識者で構成され

ます選定委員会が書類審査を通過した応募者の

ヒアリング等により審査をいたします。

続きまして、（７）選定基準ですが、①住民の

平等な利用の確保等の６項目としております。

34ページをお開きください。

（８）審査項目・配点につきましては、先ほ

どの選定基準の具体的な項目を記載しておりま

す。選定委員会での意見を踏まえ、③の施設の

認知度向上や農業、自然の豊かさなどを体験で

きる事業計画に係る審査項目を今回新しく追加

しております。

最後に３、スケジュールですが、６月３日に

第１回目の選定委員会を開催し、募集方針を議

論いたしました。今後は、７月６日から約２か

月間募集した後、９月中旬から審査を実施いた

しまして、10月中旬には指定管理者の候補を決

定する予定でございます。

その後、11月定例県議会で議案として提出し、

議決をいただいた後、指定管理者の指定を行い、

来年４月から新しい指定管理者による業務を開

始する予定となっております。

説明は以上でございます。

○河野畜産振興課長 畜産振興課でございます。

常任委員会資料の35ページをお開きください。

第15回全日本ホルスタイン共進会九州・沖縄

ブロック大会についてであります。

１の概要にありますように、本大会は、我が

国乳用種の資質向上と酪農業の発展及び理解醸

成を図ることを目的に、日本ホルスタイン登録

協会が主催し、５年に一度開催されております。

今回は、初の九州・沖縄ブロックでの共同開催

とし、今年10月に都城地域家畜市場をメイン会

場に開催予定でありました。

２の開催についてにありますように、今般の

新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまし

て、全国の酪農家や関係団体から、大会開催に

よる感染不安の声等が多数寄せられておりまし

た。このため、登録協会は、経緯にありますよ

うに、全国の生産者団体等と協議を重ね、５月13

日に今年度の開催中止を、６月11日には延期を

含めた本大会の中止を決定したところでありま

す。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

時間が押しておりますので、その他報告事項

に関する質問のみよろしくお願いしたいと思い

ます。質疑はございませんでしょうか。

○髙橋委員 第八次宮崎県農業・農村振興長期

計画ビジョン、その前に、私、間違って堂々と

発言していたみたいで、ブラジルは豚じゃなく

てブロイラー、養鶏、鶏肉ですんで、訂正しま

す。

丁寧に説明いただきましたビジョン案の６ペ

ージのみやざき型家族農業というところで、こ
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の考え方なんですけど、世界がこの流れだから

この方向性は間違っていないと思うんです。企

業、例えばＪＲ九州とか、本県でいうと宮崎銀

行がやっていますよね。ここはどういうふうに

位置づけたらいいんでしょうか。企業の農業と

いうのは。ここはもう全く切り離すということ

でしょうか。

○殿所農政企画課長 資料の６ページにありま

すみやざき型家族農業といいますのは、先ほど

説明しましたような経営規模の大小や個人、法

人の別を問わず家族を中心としたとしておりま

すが、やはり今回国の長期計画でも出ておりま

すように、家族型の農業をしっかりやっていき

ましょうというのがありますけれども、一方で

は、今、委員からお話のありましたような企業

がつくっておりますような法人、そういったも

のもしっかり本県の農業を支える部分としては

大事な部分でございますので、そこはしっかり

相まって対応したいというふうには考えており

ます。

○髙橋委員 細かいところを私は言っているの

かもしれないけど、ここの枠組みの中に入らな

いですよね。

○殿所農政企画課長 この枠ではないです。

○髙橋委員 その整理だけです。ありがとうご

ざいます。

○星原委員 ずっと説明を受けて、農業・農村

の振興計画と水産のほうを聞きながら、10年後

に向けてとか、５年後に向けて目指すべき姿と

出てきているんですけど、すばらしい方向性は

出るんですが、私が聞きながら思ったのは、も

う一つ脇に数値目標を入れる。要するに、農家

の所得であれ人数であれ、売上げであれ何であ

れ、あるいは過去のそういうのを増やしていく

とか、そういうものをある程度具体的に示して、

そして数字を入れて、それが実現できていくの

か毎年検証していくようなことをやらないと、

過去もずっといろんな形でつくってはきている、

じゃあ10年前につくったそれまでの計画がどこ

まで実現されたのか、100％実現されたのか、50

％だったのか。

そういう時代の変化の中で、自分たちの想定

できることまで及びつかなかった部分は何なの

かとか、そういったものを加味しながら、もう

一つそういう枠をつくって、数字が入れられる

ものはやっぱり数字を入れていきながら、それ

を毎年、年度当初の予算に反映するでも、予算

を組んでいくでも、事業計画の中でもそういう

目標に向けた数字を追っかけながらいろんなこ

とをやっていかないと、絵に描いた餅と言った

ら悪いけど、きれいに書かれていてすばらしい

なと思うけど、本当にそれが毎年目標の数字を

クリアしながらやっているものなのか。数字を

クリアしなかった場合には、それは何が原因な

のかとか、やっぱり計画を練るんなら、そうい

う数値を出しながらの中で、計画を立てていっ

てもらうとより分かりやすい。だって、今我々

ここにいる人間が、10年後にこの状態がどこま

で実現できただろうかなんていうのは、多分誰

も見る人はいないよね。

それよりか、毎年10年間の数値が入っていけ

ば、毎年それがクリアできているものなのか、

できていないものなのかとずっと追っかけてい

けるし、そして、いろんな説明でも、前年度比

何とかと全て報告になるけど、毎年目標が立っ

ていれば、その部分に対して今年の部分がどう

だと、過去と比較してどうだ、そういうのが明

確に見えてくると思うんです。

だから、新たな計画を立てていくのであれば、

やっぱりそういうような計画の立て方、そこま
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でやっていただかないと、聞いていてすばらし

いなとは思ってましたけど、本当にどこまでが

どういうふうになっていくのか、その辺が見え

ない。その辺はどうなんですか。

○殿所農政企画課長 まさに今委員御指摘のと

おり、しっかり数値目標を立てて、施策のター

ゲットを明確にすること、それから進捗管理を

していくということはとっても大事なことだと

思っております。

少し説明が十分ではございませんでしたが、

本日説明いたしましたのは、10年後を見据えた

長期的なビジョン、目指す姿という辺りを中心

に、今、ここまでやっと計画ができたところで

ございます。この後、この長期ビジョンを基に

しまして、まずは直近の５年間の中でどういう

目標を立てるか、あるいはその目標を実現する

ために何をすべきかという基本計画というもの

をこれから策定いたしまして、12月の常任委員

会の中で説明させていただき、また御意見をい

ただきたいと思っております。

さらに、この基本計画を推進する中で、委員

からもお話がありましたように、しっかり前年

度と比較をしながらやっていくことはとても大

事なことでございますので、この長期計画の進

行管理の中では、毎年、推進状況を整理をし、

数字も比較をし、その中で課題が何なのかとい

うことをしっかり見極めて、翌年度何をすべき

かというサイクルをしっかり回していきたいと

思っております。

今日御説明しましたこの10年間の長期ビジョ

ン、５年間の基本計画、そして毎年毎年の検証

サイクル、これをしっかり回していきながら、

委員からお話のありましたように実効性のある

計画にしてまいりたいと考えております。

○星原委員 もう一つが、農業でも林業でも水

産業でも、やっぱり安定した所得というのは、

生活を守っていくために、家族経営であれ法人

経営であれ、いろんな形で目標は出てくるわけ

ですよね。そういうものがちゃんと達成されな

いと後継者も育たないし、これから人口減少が

進む中で、先ほどの説明だと、今就農者は増え

ているような感じがありますが、これから10年

間の中でどういうふうになっていくのかとなる

と、もう人口減少は間違いなく起こっているわ

けだから、そういう流れの中で、どういうふう

にしていったら、第１次産業に就業する人たち

が、若い人たちがついてこれるのか、そういう

ものをやっぱり計画の中で追っかけていってほ

しいな。

せっかく計画をこうやって立てるのであれば、

そういったものまでひっくるめた計画にしても

らうと。我々も毎年そういう計画が、５年なら

５年間、数字なら数字が出ていれば、今年、来

年、再来年、それがクリアできているかとか、

比較した説明があれば、なるほど、あの時代に、

あのときに立てた計画どおり順調に進んでいる

なとか、そういうものも見えてきますよね。やっ

ぱりできればそこまでしていただく、そうする

と、若い人たち、これから今の農業高校でも、

あるいは農大校でもですけど、そういう学校に

行って、県としては目標を立てたり、目指す姿

をこうしたり、所得はこういうふうに、ちゃん

とこうやって就業していけば、安定した家族経

営、あるいは家族も守れる、自分たちの娯楽で

も何でもだけど、ちゃんといろんなことができ

るよと、そういうものを示しながら、やっぱり

後継者づくりとかを人材育成とかやっていって

ほしいなと思うんですけど。

○殿所農政企画課長 今お話のありましたよう

に、所得に対する目標をしっかり定めることは
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とても大事なことだと思っています。やはり、

先ほど課題の中で説明しましたけれども、これ

から他産業との人材獲得競争はますます激しく

なっていきまして、やはり農業の魅力という部

分としっかり農業で食べていけるということを

見せていくことも大事だと思っています。

その中で、今度の基本計画の中では、一つは、

宮崎県の平均的にこれぐらい稼ぐ農業にしたい

ねという全体的な数値目標を定める部分と、も

う一つは、例えば農業のいろんな形態ごとに、

こういうふうな経営モデルであればしっかり経

営が成り立って食べていけますよということを

お示しすることも大事だと思っておりまして、

この点については、例えば、今の農業をやって

いらっしゃる方にとっては、自分が目指すべき

姿の目標にもなるでしょうし、委員からお話の

ありました、これから農業を目指そうという人

たちにとっては、こういう経営をすれば、自分

たちがしっかり食べていけるんだという強い

メッセージになると思っておりますので、そう

いった稼げる農業のモデルというものも計画の

中でしっかり示していきたいと考えております。

○星原委員 ぜひお願いします。

○横田委員 少しずつ新規就農者も出ています

けど、担い手はだんだん少なくなっているわけ

で、担い手が少なくなれば、農業、農地を守ろ

うと思ったら、やっぱり規模拡大をしていかざ

るを得ないと思うんです。

私はずっと今まで分業化を進めるべきじゃな

いかということを言ってきました。分業化を進

めることで、余った時間とか労力を規模拡大に

充ててもらう。例えば、畜産でいったら、子牛

の育成をキャトルステーションにお願いする、

草づくりはコントラクターにお願いする、そう

いったことで、現実、繁殖センターとかキャト

ルステーションが機能することで、繁殖雌牛が

増頭できているという現実もありますよね。そ

れと同じように、例えば稲作農家だって、昔は

育苗も全部自分たちでしていたんです。でも、

今ほとんど育苗センターに作ってもらっていま

す。ハウスの野菜の苗だって同じです。

だから、今までもずっと分業に取り組んでこ

られているんだけど、でも農家が何となくそれ

を説明してもぴんとこられないというか、移ら

ないというか、そういう状況なんです。

例えば、畜産でいう草づくりをコントラクタ

ーに任せることで機械も買わなくて済む、それ

でずっと経営状態もよくなって、収益アップに

つながる。そういったことも絶対に出てくるん

じゃないかと思いますので、分業化をしっかり

と体系づけて、農家に理解してもらえるような

そういう取組もこれから必要じゃないかなと私

は思うんですけど、いかがでしょうか。

○殿所農政企画課長 先ほどの資料の12ページ

を御覧いただけますでしょうか。

やはりこれからの農業を、少ない担い手の中

でやっていくための規模拡大ということを考え

ましたときに、右側の目指すべき姿の真ん中の

ほうに書いておりますけれども、スマート農業

等を活用した技術という部分と、生産体制のと

ころに書いておりますけれども、今、委員から

御指摘のありました、地域での分業、あるいは

インテグレーションを進めていくことは非常に

大事なことだと思っております。

これは、今のところまだこういう絵にしかなっ

ておりませんが、これを基にしてしっかり基本

計画の中で、どうすればそれが実現していくの

か、そしてそれをどうやって農家の皆さん方に

伝え、これを実現していくのかということをしっ

かり真剣に考えてまいりたいと思います。
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○横田委員 ８ページに、「共創」、共に創ると

いう単語が出ていますけど、これはまさにそう

じゃないかなと思うんです。例えば建設業の人

たちと一緒に農業をちょっと体系づけていくと

か、すごく大事なことだと思いますので、しっ

かりと取り組んでいただければと思います。

○日髙委員長 暫時休憩いたします。

午後３時58分休憩

午後３時58分再開

○日髙委員長 委員会を再開します。

○髙橋委員 水産の長期ビジョンのところで、11

ページの水産資源の最適な利用管理と環境保全

への対応というところで、確認の意味でもそう

なんですけど、まき網の規制です。別立てでそ

のことを取り上げていらっしゃるかどうかも含

めてなんですけど、まき網の規制はできていま

せんよね。いわゆる、一網打尽です。だから、

小さい魚まで取ってしまって、資源の管理にい

ろいろ支障を来しているということをよく聞く

もんですから、その辺のところはどうなってい

ますか。

○福井水産政策課長 まき網につきましては、

農林水産大臣が許可している県外の大中型まき

網と、県知事の許可でやっている県北のほうの

中型まき網がございます。いずれも、大臣もし

くは知事の許可の下に適当な制限条件をつけて

操業しております。

また、漁獲規制についても、まき網漁業の主

対象になっているサバだとかイワシといった魚

種については、漁獲割当て制度が導入されてい

ますので、そういった規制の下で適切に操業し

ているというふうに認識しております。

○髙橋委員 ここで触れなくても、ちゃんとも

う決まり事であるわけだからという意味なんで

しょう。しかし、それはその規制が海の上で徹

底されていないという現状があると聞くもんで

すから、いわゆる網目をもうちょっと大きくす

ればいいのにとか、そういう現状はどうなんで

すか。

○福井水産政策課長 操業の位置だとか、そう

いったものを違反する漁船が多い場合には、漁

船の位置を衛星回線を使って陸上で監視するよ

うなシステムを導入できるようになっておりま

すので、違反操業等がもしあるようであれば、

そういった装置の導入も検討していけるという

ふうに考えております。

○髙橋委員 じゃあそういったチェック機能は

働いているということですよね。

○福井水産政策課長 はい。働いているという

ふうに認識しております。県内でも取締船たか

ちほを運用して、そういった規制の監視も適切

に行っております。

○日髙委員長 そのほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、その他で何かありま

せんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時１分休憩

午後４時５分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

採決についてでありますが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

うこととし、再開時間を１時10分としたいと思

いますがよろしいでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

以上をもちまして、本日の委員会を終わりま

す。

午後４時６分散会
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午御１時８分再会

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 安 田 厚 生

委 員 星 原 透

委 員 横 田 照 夫

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否を含め、御意見をお

願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時９分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、議案の採決を行います。

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号については、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあり

ませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時10分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては、引き続き、閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、延期となっておりました県内調査につ

いて、県南調査を７月15日水曜日から16日木曜

日に、県北調査を８月５日水曜日から６日木曜

日に実施する予定ですが、日程の都合もありま

すので、調査先について、改めて皆様から御意

見を伺いたいと思います。

参考までに、お手元に資料として、調査日程

案、過去５年分の環境農林水産常任委員会の調

査実施状況及び県内調査調査先候補の概要を配

令和２年６月19日(金)
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付しております。

また、県外調査につきましては、10月に実施

予定ですが、現時点で何か御意見、御要望等が

ありましたら、併せてお出しいただきたいと思

います。

暫時休憩いたします。

午後１時12分休憩

午後１時18分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県内調査の日程、調査先等につき

ましては、先ほどの案を入れながら、正副委員

長に御一任いただくことで御異議ありませんで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、７月20日の閉会中の委員会につきまし

ては、正副委員長に御一任いただくことで御異

議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

皆様、お疲れさまでした。

午後１時18分閉会
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